
 

 

～ 人の心が織りなす幸せ社会 

“ほっとまち”桔梗が丘～ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

と き  平成 24年 5月 19日（土） 

午後１時 30分 

ところ  桔梗が丘公民館 講 堂 

 
 

桔梗が丘自治連合協議会 
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ごあいさつ 

桔梗が丘地域の皆さまには、「ほっとまち桔梗が丘」の地域づくりに、ご理解ご協力いた

だき、ありがとうございます。 

 この桔梗が丘のまちは約５０年近くの歴史がありますが、その間、皆さまがいろいろな

分野で活動され、ご尽力いただいたおかげで、今日の地域の発展と活力のある住みよい桔

梗が丘があることに感謝申しあげます。 

さて、桔梗が丘自治連合協議会が発足し早や３年目を迎えました。当地区も他の多くの

地域と同様、ますます少子高齢化が進み、又東日本大震災後１年が経過した中で、地域の

緊急災害時の自主防災のあり方や、日常の見守り体制など地域の取組むべき課題が多様化

しております。 

現在と次の世代のために、更に桔梗が丘を住みよいまちに着実に進め、育て、築いてい

かなければなりません。その為には、地域の住民が力を合わせて活動していくことが大切

であります。 

 桔梗が丘自治連合協議会は３委員会（総務・企画運営・広報）と住民活動を担う６事業

部会（健康推進・住民交流・教育文化・生活安全・快適環境・地域福祉）、並びに各地区の

自治会（区）などが密接に連携し活動しています。そして、公民館活動では生涯学習の場

や住民相互のコミュニティの場としての活動を行っています。 

また、今最重要課題は皆さまのご意見を基に昨年１１月の臨時総会で承認いただきまし

た、地域ビジョン「桔梗が丘“ほっとまち”構想」の６つの“ほっとまち”基本施策に基

づく事業の推進です。 

自治連合協議会は地域住民の皆さんをはじめ、関係諸団体並びに行政との連携・協働の

もとに、出来る事からお互いが一歩一歩、誰もが桔梗が丘に住んでいてよかったと感じら

れる地域づくりに取組みます。 

皆さまの協力と参画をいただきたくお願い申し上げます。 

 最後に、皆さまのますますの飛躍とご健康を祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

平成２４年５月１９日 

                           桔梗が丘自治連合協議会 

会 長 辻 森 保 蔵 
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定 時 総 会 次 第  

 

１．開会の辞   

 

２．会長あいさつ 

 

３．来賓あいさつ 

 

４．議 事 

(１）総会成立宣言 

 

（２）議長あいさつ 

 

（３）議案第１号 平成２３年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 

     監事の監査報告後審議、承認の議決 

 

(４）議案第２号 平成２３年度公民館事業報告及び会計決算の承認に関する件 

     監事の監査報告後審議、承認の議決 

 

（休憩）新評議員着席 

 

    （５）総会成立宣言 (新評議員) 

 

（６）議長・副議長選任とあいさつ 

 

（７）議案第３号 桔梗が丘自治連合協議会会長等及び理事・監事の承認に関する件 

 

（８）新会長あいさつ 

 

（９）議案第４号 平成２４年度事業計画及び協議会会計予算の承認に関する件 

 

(１０）議案第５号 平成２４年度公民館事業計画及び会計予算の承認に関する件 

 

５．議長議事終了のあいさつ 

 

６．閉会の辞 

 

７．事務連絡 
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議案第 1号 平成２３年度事業報告及び協議会会計決算の承認に関する件 

 

平成２３年度自治連合協議会の主な事業の取組みとその成果報告及び、協議会会計の決

算報告を別添のとおり行います。 

なお、平成２４年４月１８日及び４月２８日に監事により協議会会計決算及び事業の監

査を受け、適正に執行したことの承認を得ています。 

 

別紙１   平成２３年度事業実績報告 

別紙２－１ 平成２３年度協議会会計決算書 

別紙２－２ 平成２３年度末の積立金残高 

別紙２－３ 平成２３年度末の財産目録 

別紙３   平成２３年度協議会会計及び業務監査報告書 
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別紙１．平成２３年度事業実績報告 

委員会:部会（総 務 委 員 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１． 総会、理事会、自治連合会等

の会議の円滑な運営を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．規約、規則、規程等の制定又

は改正による協議会運営の充

実化と円滑化を図る。 

 

 

 

 

 

３．協議会の財務内容を点検し、

財務方針の明確化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．指定管理者として、協議会事

業と公民館事業との協働を図

（１） 総会の開催 

平成２３年５月７日（土）午後１

時３０分から開催され、下記事項が

承認された。 

① 平成２２年度事業報告及び

一般会計決算・監査報告 

② 平成２２年度公民館事業報

告及び会計決算・監査報告。 

③ 協議会会長及び理事等の選

任 

④ 平成２３年度事業計画及び

協議会会計予算 

⑤ 平成２３年度公民館事業計

画及び会計予算 

（２） 理事会の定期的開催 

（３） 自治連合会の定例的開催 

（４） 公民館運営審議会の開催 

 

 次のとおり、規約等の改正又は制

定を行った。 

① 桔梗が丘自治連合協議会自主

防災隊規約 

② 災害時要援護者支援制度にか

かる個人情報取扱規則 

 

 

 本年度も協議会財政の長期的安

定を図るため、次の３点の積立金制

度を実施した。 

① 財政調整積立金  

５００，０００円 

② 自然災害積立金 

    ５００，０００円 

③ 車両買換積立金 

    ２００，０００円 

 

 公民館運営審議会の審議により、

平成２３年度において、次の講演会

◎桔梗が丘自治連合協議会と

して本格的活動に向けた諸

会議は、ほぼその目的を達

成したものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎自主防災隊の設置にともな

い、必要な規約・規則を作

成した。これにより災害時

の体制が整えられた。 

 

 

 

 

◎今後も、この積立金制度を継

続していく必要があると考

えている。 

 

 

 

 

 

 

 

◎公民館運営審議会は、指定管

理者制度の中で、協議会と
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り、相互の事業の充実化をめざ

す。 

 

 

 

 

 

５． 協議会事業の成果を高める

ため、総務委員会として、２つ

の事業を実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額合計 １３７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を協働事業として実施した。 

平成２３年１０月２日（日） 

 福祉先進国の福祉内容に関す

る講演会。 

講師 守本友美 皇学館大学教授 

 

 

 次の２つの事業を実施した。 

（１）まちづくりに成功している市

町村の具体的事例の講演会 

 平成２３年５月２２日（日） 

講師 岩崎恭典 四日市大学教授 

 

（２）まちづくりに成功している市

町村の具体的事例の視察 

 平成２３年６月１２日（日） 

 彦根市 

  夢京橋キャッスルロード 

 長浜市 

  黒壁 

 

 

 

 

決算額合計   ９９，７６６円 

 

公民館との意思疎通の場と

して機能している。今後も

さらなる連携を進めていく

必要がある。 

 

 

 

◎非常に内容のある講演であ

ったが、広報の不足と悪天

候により、参加人数が２０

人であったのが残念であっ

た。 

 視察は初めての試みであっ

たが、非常に有意義であっ

た。 

 今後も、積極的に行っていく

べきだと思う。 
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委員会:部会（企 画 運 営 委 員 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１．地域ビジョンの啓蒙、浸透 

（１）地域ビジョンのパンフレ

ット作成、配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域ビジョン説明会の開

催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域ビジョンの策定 

平成２２年度より継続して、４月か

ら２７回、延べ５３回、地域ビジョン

策定プロジェクトチームによる、桔梗

が丘“ほっとまち”構想のまとめ作業

に集中した。 

住民アンケートの記述欄、「絆づくり

からまちづくり」ワークショップから

の提案、協議会の現在・各部会事業、

桔梗が丘マスタープランでの提案、地

域福祉活動計画での提案、あったらい

いな提案、協議会としての提案等を、

“ほっとまち”の６つの基本的な方向

に、吟味・分類・整理し、小施策に集

約した。 

“ほっとまち”構想実現のための重点

施策として、７つのプロジェクト事業

を提案 

１．何でも屋お助けセンター 

２．ききょう学び舎 

３．ききょう農楽園 

４．地域環境ネット 

５．地域守り隊 

６．拡大版あそびっくす 

７．ふれあい茶房 

平成２３年１０月３０日（日） 

住民説明会にて、地域ビジョンの桔

梗が丘“ほっとまち”構想を説明し賛

同を得た。 

平成２３年１１月１９日（土） 

臨時総会にて、正式に地域ビジョン

桔梗が丘“ほっとまち”構想の承認を

得た。 

平成２４年３月３日（土） 

名張市の１５地区の地域ビジョンの

発表会に桔梗が丘“ほっとまち”構想

を発表 

平成２４年３月５日（月） 

全戸に地域ビジョン“ほっとまち”

住民からの要望・提案・

指摘、及び、各種提案、現

在事業をメンバーが理解

し、“ほっとまち”の６つの

基本的な方向、小施策づく

りに言葉を吟味し、メンバ

ー内での概念共有に時間を

掛けた。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年度は、実行施

策としての提案までに至ら

なかった。 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクターでの“ほ

っとまち”構想は、視聴者

に、字面が読めたか不明だ

が、見て楽しんでもらえた

と思う。 

 

 

 

住民参加を前提として、

地域ビジョンの理解と賛同

協力をもらえるように、全

戸に小冊子を配付した。 

名張市へのアピールが出

来たものとして、平成２４
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（３）地域ビジョンパイロット

事業の推進 

 

２．コミュニティビジネスの検

討、情報収集 

 

 

３．事業部会に対する新規事業

の提案 

４．事業部会に対する支援 

５．事業部会の事業評価システ

ムの検討 

 

 

予算額合計 ３５０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

構想の冊子を配付 

 

 

地域ビジョンの推進 

平成２４年１月より、プロジェクト

事業を推進するため、“ほっとまち”プ

ロジェクト推進チームを発足させた。 

メンバーは、元地域ビジョン策定プロ

ジェクトメンバーと大垣総務委員長の

１２人。 

１．各プロジェクトのイメージを共有

（具体的事業例等） 

２．優先順位 

３．７つのプロジェクトの全体スケジ

ュール 

４．プロジェクトチームの編成 

５．実施計画の策定 

 

実験的にガレージベンチを設置し好

評。 

 

すずらん台、ライフサポートセンタ

ー資料入手。 

つつじヶ丘、のサロン視察情報入手。 

 

 

 

活動参加による支援 

未着手 

 

 

 

決算額合計   ３０５，５５０円 

 

年度はゆめづくり地域予算

の獲得を目指す。 

 

現在、進行中であり、平

成２４年度は実施出来る事

業から発表していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３、２～４までの事

項については、プロジェク

ト推進チームの進捗に連動

して進めたい。 
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委員会:部会（広 報 委 員 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１．広報全般における事業 

１）広報及び広聴活動に関する

事業 

①自治連合協議会活動におけ

る広報活動のレベルアップと

広報伝達の効率的方法研究 

②広聴手法の研究 

③双方向コミュニケーション

の研究 

 

２．事業年度内計画 

①主要施策に対す事業内容等

の広報の実施 

②協議会活動のみならず、地域

内における重要施策や動向の

広報の実施 

③地域の話題等広範にわたる

内容と視覚を重視した広報活

動 

④昨年度の事業として計画す

るも、未着手事項の継続取組 

・ＨＰによる双方向コミュニケ

ーションの試験的実施の検討 

・広報広聴モニター設置の研究 

・広報の企画内容について住民

の意向の反映方策の検討（投書

箱、意見窓口の設置研究） 

 

１）関連事業事項 

①情報伝達状況及び情報共有

化状況の把握を継続 

（アンケートにより、住民の

「ききょう通信」の広報手法 

確認済） 

②他地域の広報活動の調査及

び広報活動の研修会への参加

を行ったが、今後も継続実施 

 

 

 

 

 

・協議会活動、地域ビジョンの策

定等に参加し協議会の活動方針

等の広報活動に反映実施 

 

 

 

 

 

・事業部会及び地域の自治会活動

に参加し活動内容の把握に努め

広報活動への反映をする 

０月（第４３号） 

 

 

 

 

 

 

・ＨＰによるメールによる広聴体

制の確立が出来ていない 

・広報広聴モニターについて、検

討が進まなかったが、広報内容に

ついて個別での意見聴取を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・協議会の活動方針の把握や自治

連合会活動、各地域の自治会活動

により多く参加し、活動内容を幅

広く伝える活動が必要である 

・広聴及び双方向コミュニケーシ

ョンの取組みの研究・検討に着手

出来なかった 

 

・地域の自治会活動を的確に把握

するために自治連合会の協力等

を得る必要がある 

・地域活動における広聴活動に偏

りがあり、全地区における広範な

広聴活動の取組が出来ていない 

・広く情報収集力を高める必要が

ある 

 

 

・ＨＰ機能を最大限に有効に活用

できる管理手法の取得が必要で

ある 

・広報に対する住民の要望をイベ

ント等の機会を活用し、参加者

により収集を行う活動が必要で

ある 

 

・情報共有化についての手法の研

究が出来ず、直接の聞き取りの

みとなった 

 

 

・他地域の広報活動の状況につい

て、東近江市南部協議会の広報活

動について意見交換の機会を得

た。他地域の広報活動は、広報の

在り方を研究する上で重要な手
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２）「ききょう通信」の発行 

①自治連合協議会における広

報活動 

②各戸配付による隔月発行の

継続実施（発行は６．８．１０．

３月の年間５回） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

③紙面づくりを常に検討し、創

意と工夫をより高め 広報の

責務と広報レベルの向上を図

る 

予算額 ２８２，０００円 

 

３）「ホームページ」の管理運営 

①自治連合協議会における広

報活動 

②更新運営の管理体制の構築

を早期に進める（目標５月） 

③地域住民を「情報の受け手」

と位置付けて、活動の「結果報

告」と行事予定等の「お知らせ」

の広報に留まっている現状か

ら脱皮させ、地域住民との対話

や広聴の視点による広報活動

が求められており、ＨＰの有効

活用を図ることが重要である 

予算額   ４０，０００円 

４）その他 

予算額合計 ３２２，０００円 

 

 

 

 

②各戸配付等の活動を継続実施

（発行は６．８．１１．１．４月

に変更） 

・６月（第４６号） 

 新年度の事業計画及び予算 

・８月（第４７号） 

 災害への地域の備え 

 自治会の自主防災活動の取組 

・１１月（第４８号） 

 地域ビジョンの策定 

・１月（第４９号） 

 地域ビジョンの住民説明会及

び臨時総会 

・４月（第５０号）  

 亀井市長よりの寄稿 

③紙面づくりに対し広報の責務

を認識し、創意と工夫の姿勢を貫

く取組を実施 

 

決算額  ２９２，４２５円 

 

・ＨＰの更新手法の取得のための

レクチュア等受けるも体制の構

築までに至らなかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額    ５，３１５円 

       ４，０８０円 

決算額合計 ３０１，８２０円 

法であり、継続的に行い広報活動

の向上に繋げる 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災をうけて、地域の

防災活動に重点をおいた企画取

組を行った 

 

 

 

 

・記事内容の記念号としての発行

の取組み 

 

 

・紙面構成がパターン化の傾向に

ある。この状況を打破するため

に広報への参加者を継続的に求

める必要がある 

 

 

 

 

・更新の管理運営の体制を諮るに

あたり、技術を有する個人へ大

きな負担を求めることになっ

た。 

・安定的な管理を図るために、広

く人材の募集や管理の一部を専

属担当の配置及び専門業者への

委託等の工夫や検討が必要であ

る。 

・市が運用するＨＰへの参加等の

検討 
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委員会:部会（健 康 推 進 部 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

① 敬老の日の行事 

永年、社会の発展に貢献された

高齢者のご苦労をねぎらい、長

寿を祝い、高齢者が自ら生活向

上の意欲を高め、地域のみんな

が地域福祉、高齢者福祉に資す

ることを目的とします 

予算額 １，６５０，０００円 

 

② ききょう健康まつり 

地域の皆様が健康について考

え再認識していただき、又暮ら

しの中で健康作りを考え実践

し、いきいきとした桔梗が丘を

目指すことを目的とします。 

 

 

 

 

予算額 ４００，０００円 

 

③ ニュースポーツ世代間交流

大会 

スポーツを通じ地域の交流の

輪を広げ、明るく活力ある地域

社会を推進する、又親子や住民

間の親睦及び絆作りを推進す

る。 

予算額  ６０，０００円 

 

④ 体操会との協働事業 

桔梗が丘体操会をより充実さ

せるための協働事業 

 

 

 

予算額 ３０，０００円 

 

⑤ ききょう健康講座 

実施日平成 23年 9月 17日 

＊70歳と 88歳の方に長寿記念品

（＠3,000円の商品券）を贈呈、

対象者 303人 

＊70歳以上の方にお祝い品（お

菓子）を手渡す。 

対象者 2,567人 

決算額 １，６３９，２４９円 

 

＊ウオーキング（四季の里） 

実施日平成 23年 10月 29日 

午前、四季の里ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ 

午後､ｹﾞｰﾑ(ｽｶｲｸﾛｽ)を楽しむ 

＊健康まつり(桔梗が丘公民館) 

実施日平成 23年 11月 6日 

（歯チェック、健康体力測定、骨

密度測定、健脚チェック、名張バ

リバリ体操、映像で楽しむ昔の桔

梗が丘、食べ物ビンゴ大会等） 

決算額 ３１６，１５０円 

 

実施日平成 24年 3月 24日 

場所、桔梗が丘小学校体育館 

・クロリテイー 

・カローリング 

・グランドゴルフは雨で中止 

 

 

決算額  ４１，１９４円 

 

実施日平成 23年 3月 1日～11月

30 日、午前 6時 30分より 

桔梗が丘小学校グランドで 

・ラジオ体操第 1・第 2 

・名張バリバリ体操 

・忍にん体操、等 

決算額  ３０，０００円 

 

※ ベルフラワー教室 

・区長、自治会長、自治会役員、

民生委員が直接、対象者と面会す

ることにより親睦、絆つくり等の

面で非常に有意義であった。 

 

 

 

 

 

・ウオーキングに 40人、健康ま

つりに 250人の参加あり。 

・参加者は健康増進や健康管理に

意欲的に取り組んでおりよかっ

た。 

・今年は健脚ﾁｪｯｸに 120人、健康

体力測定に 110人の参加あり 

特に健康イス体操、ストレッチ、

ダンベル体操に人気がありまし

た 

 

 

 

・子供 21人、大人 26人、合計

47人の参加あり 

・地域の交流の場が出き、楽しく

ゲームが出来た 

 

 

 

 

 

・健康な体力作りと仲間作りが出

来た。 

・夏季は参加人数が多数で体操会

が定着してきた・ 

 

 

 

・生活習慣の見直し、栄養指導に
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生活習慣病の予防や暮らしの

中でみんなが健康について考え

実践していくことをテーマに

「ききょう健康講座」を開催し

て地域の皆様に健康告発を促し

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額  ２００，０００円 

 

名張市健康支援室（保健センタ

ー）主催の健康講座への参加 

 

介護予防、生活習慣病を予防す

る具体的で実践的な生活習慣に

ついて学び、自身の生活を振り

返り楽しく健康作りに取り組み

地域の皆様に介護予防、健康つ

くりを発信する。 

予算額    ２０，０００円 

予算額合計 

２，３６０，０００円 

 

・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予防教室 

・保健師・栄養士による栄養指導 

・講師による筋力ｱｯﾌﾟ体操 

・健康相談 

・保健ｾﾝﾀｰ・まちの保健室の協力

で実施 

・実施は 4月～9月、月 2回合計

12 回 

・10月～3月、月２回で合計 12

回、年間で合計 24回実施 

※ 健康に関する講演 

実施日、平成 23年 10月 1日 

場所、桔梗が丘公民館 

・大腸がんを知る（大腸がん発生

のﾒｶﾆｽﾞﾑから治療まで） 

・講師、三重大学医学部付属病院

消化器外科、井上靖浩医師 

※ 市の集団ｶﾞﾝ検診 

実施日平成 23年 11月 20日 

場所、桔梗が丘小学校 

・肺がん、大腸がん、胃がん 

乳がんマンモグラフィ、子宮が

ん、 

※ 桔梗が丘げんき通信の発行 

・平成 23年 7月から 8回発行し

ました。 

決算額  １７３，１１７円 

 

健康講座の開催がありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額        ０円 

決算額合計 

２，１９９，７１０円 

よりﾒﾀﾎﾞﾘｯｸを予防し心と体を元

気にした。 

・筋力ｱｯﾌﾟ体操で筋力増進ができ

た。 

・参加人数 

4月～9月は 29人、10月～3月は

30人合計 59人 

 

 

 

参加者 80人 

 

 

 

 

 

 

実受診者数 205人 

新規受診者 102人 

ガンの関心が非常に高いと思わ

れます。 

 

 

内容の充実度が低いように思わ

れました。 

来年度は充実度の高い内容にし

たいと思います。 
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委員会：部会（住 民 交 流 部 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１．桔梗が丘夏まつり 

子どもから大人まで地域住民

が参加し、様々な催しを楽しみ、

親睦を深める。また、他地域の

人々に地域住民の交流を発信す

る場とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額 ９００，０００円 

 

２．ハッピーニューイヤーきき

ょうフェスタ 

ききょうフェスタとして位置

付け、桔梗が丘住民相互の親睦

をはかり、住民参加、住民自身

でまちづくりを推進していこう

とする意識を高めること。 

 

 

 

 

 

 

 

予算額 ２００，０００円 

 

予算額合計１，１００，０００円 

実施内容 

①実施日平成２３年８月２０

日（土） 

② 模擬店・フリーマーケット

（地区、子ども会、地域の各

種団体等） 

③ 盆踊り（花火音頭、炭鉱節、

等） 

④パレード（雨天により中止）

⑤ アトラクション（桔‘ずセ

ミナー、早起き体操会、ジャズ

ダンス、フラ 

メンコ） 

⑥模擬店利用券（３００円） 

 

 

 

 

決算額 ８６４，７７７円 

 

 

実施内容 

① 実施日 平成２４年１月７

日（土） 

② 世界のおもちゃ体験（地域

福祉部） 

③ おもしろ科学実験（教育文

化部） 

④ 赤飯・豚汁の振る舞い  

⑤ お菓子屋台村 

⑥ どんど（平成２４年１月９

日（月・祝） 

 

 

決算額  １４２，２５７円 

 

決算額合計１，００７，０３４円 

・雨天のために延期も考えら

れたが、予定通り実施し

た。大きな混乱もなく多く

の地域住民（約 8,000人）

の参加を得ることができ

た。 

・地域の人々に絞った模擬店

が例年より増えた。住民参

加による祭りの意義が少

しずつ理解されてきてい

るように思われる。 

・祭りに来た人々が“ほっと”

できる場所が限られてい

るため、足が遠のく声も聞

かれたので、祭りに参加し

た人々が休憩できる場所

を確保していく必要があ

る。 

 

 

・教育文化部、地域福祉部会

との共催で実施し、多くの

子どもたちの参加を得た

（262 人）。 

・どんどを住民交流部会の行

事とし桔梗が丘全域より

参加者を募る形になって 3

回目の開催であった。 

・今年は、昨年のように雪も

降らず、風も穏やかな中で

の点火となった。参加者に

は、保存会により豚汁を振

る舞った（350食）。 
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委員会:部会（教 育 文 化 部 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１．桔’ずセミナー 

地域の子どもたちが大人と共

に学びながら触れ合うことが目

的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額  ２１４，０００円 

 

２．青少年が語る「こころの思い

発表会」 

現代の子どもの気持ちを地域

の大人に理解してもらう。 

子どもを守る環境をつくる。 

 

 

 

 

 

予算額  １１５，０００円 

 

３３．ふるさと歴史ハイキング 

地域住民との交流を図りなが

ら、地域の歴史を学び、ふる

さとを愛する心を育てる。 

 

 

予算額  ４０，０００円 

 

４．私の一冊文庫 

 

実施：夏休み（４回）冬(１回) 

 ききょうフェスタ科学教室開

催 

内容：（夏）料理、科学、手芸、

囲碁、よさこいソーラン、太鼓、

の６講座。  

・よさこいソーランと太鼓は夏

祭りに参加。 

内容：（冬）料理、科学、手芸の３

講座。 

・（フェスタ）では牛乳パック

でサッカーボールを制作・折り

紙で遊ぶ。 

参加者：延べ１００２人 

 

 決算額  ２２８，２２８円 

 

実施：平成２３年１０月２２日

（土）公民館展に協賛。 

参加者：２５０人 

発表者：１５名（桔梗内小・中学

校各３人） 

演奏：桔梗が丘中、北中音楽部 

冊子配布：作文を冊子にして配

布。 

要約筆記：名張市要約筆記者３

人・磁気ループ。 

 決算額  １０６，９４３円 

 

実施：平成２３年１１月５日（土） 

参加者：７９人 

内容：「秋の滝之原を歩こう」 

 赤井塚古墳・尼御前の墓・八幡

神社 

 

決算額   １６，４７２円  

 

実施：毎月第３土曜日「桔梗が丘

サロン」で定例開催。絵本と本の

・多くのボランティアの方（１４

５人）のご協力を得た。 

・参加者は皆熱心に受講した。 

・大人と子どもの触れ合いが出来

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・多数の地域の方に聞いていただ

いた。 

・子ども達は元気に発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・怪我もなく無事終える事が出

来た。 

・歩行中に注意の合図のマイクと

笛を購入した。 

 

 

 

 

 

・意義のある事業。 
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予算額   １６，０００円 

 

予算額合計 ３８５，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読み聞かせボランティア事業。 

 ５月、７月、９月、１１月、公

民館で絵本展開催。 

公民館展のワークショップの

協力。 

決算額    １６，０００円 

 

決算額合計 ３６７，６４３円 

 

 

・絵本展は多くの方に来て頂い

た。 
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委員会:部会（生 活 安 全 部 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

１．普通救命講習会 開催 

（年度内 ２回開催） 

 

 

 

 

 

２．ＡＥＤレンタル  

セコム三重㈱ 

 

３．防犯パトロール 実施 

・青色回転灯パトロール 

   

 

 

 

 

４．命の笛 贈呈 

 

 

 

 

 

 

５．桔梗が丘マップの危険箇所 

 の解消・改善取り組みを促進 

 

 

６．桔梗が丘自治連合協議会 

・自主防災隊の活動方針作成 

 

７．その他 

・ 道路標示に関して名張警察

署に依頼申請。 

 

 

 

予算額合計  １７０，０００円 

実施日 

平成２３年５月２１日（土） 

参加者１４人 

平成２４年３月２５日（日） 

参加者１３人 

 

 

◆レンタル料……61,740円 

 （月 5,145円×12ヶ月） 

 

◎桔梗が丘防犯パトロール隊 

※青色回転灯装着車 ２台 

◆ガソリン代 … 14,100円 

◆青色回転灯接続プラグ代  

… 720 円 

◆活動費 ……… 43,400円 

 

◆小学校入学生に贈呈 

…10,950円 

・桔小 63 個・東小 20 個・南小

38個。 

・贈呈は地域福祉部会の方にお願

いした。 

 

・各区長、自治会長等の協力によ

り、かなりの部分解消・改善され

ている。 

 

◆自主防災隊規約 

◆各地区の防災組織図 

◆要援護者の支援体制 

  

◆“止まれ”の標示の消えかかっ

ている所を書き換え 1箇所、横書

きを縦書きに修正 4箇所、計５箇

所。 

 

決算額合計  １３０，９１０円 

 

 

・実施直前の取り止めが相変わら

ず多い。 

・再受講者 ３人。 

・講習会での訓練に真剣に取り組

んでいる。 

 

 

 

 

・月４回、毎回約１時間、桔梗が

丘地区内を巡回している。 

・現在隊員 ６人 

・ 

 

・延べ活動２１７人 

 

・３小学校の入学児童等に贈呈す

る。 

 

 

 

 

 

・新しい箇所の解消・改善にも協

力をお願いしたい。 

 

 

・平成２４年４月 1日から施行。 

・各地区の協力をお願いしたい。 

 

 

・平成２４年３月２２日書き換

え、修正された。 
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委員会:部会（快 適 環 境 部 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

1. 地球温暖化対策事業（緑のカーテ

ン事業） 

緑のカーテンは、真夏の窓の外に

つる性植物を這わせた植物のカー

テンである。夏の強い日差しを和

らげ、葉の蒸散作用によって周囲

の温度を下げ、カーテンから涼し

い風が流れ込み、室温の上昇を抑

える効果がある。好条件の場合、

真夏のエアコン使用は２０～３

０％の省エネ効果が見込まれると

いう。さらに、ヒートアイランド

対策や、街の美観向上、癒しの効

果が見込まれるだけでなく、菜園

を楽しみ、快適な食生活や屋外環

境を作り出し、健康に役立つもの

と思われる。公共施設等や住民所

帯に緑のカーテン設置を図る。 

（事業内容） 

 ・５月初旬、希望する所帯（各３株）

や公共施設等にゴーヤ苗を配付

し、植栽を奨励する。 

 ・７月末には、ゴーヤ料理教室を開

催し、バラエティーに富んだおい

しいゴーヤ料理の作り方を普及す

る。（参加者の材料費は自己負担） 

 ・９月中旬には、「うちのゴーヤ自慢

展」として写真や感想文を公民館

に展示する。 

 ・各家庭で栽培されたゴーヤを公民

館に持ち寄り、「お持ち帰りコーナ

ー」を設ける。 

   予算額  ４８４，１３０円 

 

２．地域環境保全・教育啓発事業 

 シャックリ川でのゲンジホタル観賞

会や、１０号公園でのバードウオッチ

ングを通じて地域の自然や住環境を知

り、自然を親しむだけでなく、環境を

１．ゴーヤの配付 

 平成２３年５月８日（日）約

２０００株を希望の家庭及び

公共施設に配付。 

 

２．ゴーヤの料理教室 

 平成２３年７月２３日（土）

相可高校食物料理科の村林教

諭と生徒１０人を招いて開催。

参加者は約２００人 

 

３．「我が家のゴーヤ自慢写真

展」 

平成２３年９月初旬に開催。 

 

４．ゴーヤお持ち帰りコーナー

の設置。 

 平成２３年８月下旬に設置

して、ご希望者に配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算額  ４９８，４８５円 

 

１．ゲンジボタル観賞 

 平成２３年６月１１日（土） 

 南公民館で講話、そのあと、

シャックリ川でホタル観賞。 

 参加者は約１５０人 

 地域住民の地球温暖化等

環境に対する意識の向上に

つながり、一方栽培の楽しみ

が加わり、大変好評であっ

た。 

 マスコミにも取り上げら

れ、世間の関心も高い。 

 次年度以降も継続実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホタル観賞、バードウオッ

チング共、親子で参加する方

が多く、当初の目的は達成出

来た。 

次年度以降も実施予定。 
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いかに保全し守ることが大切かを学習

する。 

 （事業内容） 

 ・ゲンジホタル観賞会  

平成２３年６月実施 

 ・バードウオッチング 

 平成２４年１月実施 

     予算額 ８２，０００円 

 

３．桔梗が丘クリーン作戦 

環境美化啓発事業として名張市クリ

ーン作戦に賛同して行う。 

 （事業内容） 

・桔梗が丘地区内のゴミ収集作業 

平成２３年６月５日（日） 

 

     予算額 ３０，０００円 

 

 注）１．２の事業は、(財)自治総合

センター（全国モーターボート競走施

行者協議会からの拠出金を財源として

いる財団）からの助成事業である（助

成額：５０万円） 

 

 予算額合計 ５９７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．バードウオッチング 

 平成２４年１月８日（日） 

 桔梗が丘公民館及び１０号

公園、西徳明池で野鳥と渡り鳥

を観察。 

 参加者は約５０人。 

  

決算額 ４６，３５０円 

 

 

１．クリーン作戦 

 平成２３年６月５日（日） 

 地域内及び主要幹線道路の

ゴミ回収の作業を実施。 

 参加者約３０人、別途に３番

町が４０人で団体参加。 

  決算額 １３，５５４円 

 

 

 

 

 

 

 

決算額合計５５８，３８９円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人の参加の呼び掛けの

強化と、団体参加の自治会の

増加が課題。 
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委員会:部会（地 域 福 祉 部 会） 

平成２３年度事業計画 実   績 評価及び反省 

 

１． 高齢者・障がい者への友愛訪問

活動。 

 

 

予算額   ５０，０００円 

 

２． 年末の友愛訪問 

    

 

 

 

 

 

 

予算額  ２２０，０００円 

 

３． 高齢者のつどい 

 

 

 

 

 

 予算額   ２００，０００円 

 

４． いきいきサロン 

 

 

 

 

 予算額   ５１０，０００円 

 

 

５．グループホーム交流会 

 

 

 

 

 

 

・毎月 1 回、第３金曜日定例会後

「陽だまり」を持参して訪問。１

回７００枚～７１０枚、年間８，

７００枚 

決算額   ５７，２６５円 

 

・７５歳以上の一人暮らし世帯。 

・７５歳以上の高齢者のみ世帯 

・重度の寝たきりや認知症の方の

いる世帯 

・特に見守りの必要な世帯 

へプレゼントを持参して訪問。

プレゼントの品はサランラップ

とチョコレートを配付した。 

 決算額  １８２，６２５円 

 

・５月２９日（日）、地域の８０歳

以上の方のつどい。 

参加者：高齢者    １５８人 

    自治会（区）長 ２３人 

    民児協     ２８人 

・参加者の会費は１人５００円 

 決算額  ２００，０００円 

 

・地域内の１４箇所で実施。 

・年間の参加者が１，４００人の

予定数を上回るほど、各地域充

実してきた。予算額も上回るこ

とになる。 

 決算額  ５０６，１００円 

         

 

・１１月１４日（日）地区内の７

箇所のグループホームとの交流

会を実施した。障がい者２０人、

ワーカー６人、来賓８名、民生

委員２３人の合計５３人が参加

した。 

 

・各戸に出来るだけ声をかけ

安否を確認している。 

 

 

 

 

・年に一度のプレゼントを心

待ちにして待っている。 

・お礼の言葉と笑顔がなりよ

りでした。今後も継続してい

く。 

 

 

 

 

 

・民児協との協働事業として

実施。事業費の民児協負担分

は４２，９６７円 

 

 

 

 

 

・近隣の絆づくりであり、サ

ロンの内容も年々充実して

いる。 

 

 

 

 

 

・民児協と協働で実施。各グ

ループと共通の課題を話し

合う場として有効であった。 
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 予算額    ３０，０００円 

 

６．赤ちゃん、ちびっ子なかよし広 

場 

 

 

  

予算額     ３０，０００円 

 

 

７．地域高齢者への配食と見守りの

協働事業 

 

 

 

 予算額    ６０，０００円 

 

予算額合計  

１，１００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  決算額  ３０，０００円 

 

・毎月１回、第３火曜日に未就園

児とその母親が参加。 

・備品で破損がひどいものを補充

した。 

・参加者：毎回約５０人 

決算額  ３０，０００円 

 

 

「いこい」「友～友」の２グループ

の配食事業との協働事業として

実施した。 

 

 

決算額  ６０，０００円 

 

決算額合計  

１，０６５，９９０円 

     

 

 

・手造りや、持ち寄りの品で

工夫して楽しくしている。 

・児童の虐待の防止にも役立

っている。 

・母親の育児相談、友達づく

りにも役立っている。 

 

 

・２グループとも、配食利用

の希望者が増えている。 

・声掛けや、見守り活動を兼

ねての配達は大変意義のあ

る事業で今後も継続する。 
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別紙２－１． 平成２３年度協議会会計決算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　

収入の部 （単位：円）

項

 １ 会費

 ２ 交付金

 ３ 補助金

 ５ 報償費

 ６ 雑収入

 ７ 繰越金

支出の部 （単位：円）

項

 １ 総務費

 ２ 企画運営費

 ３ 広報費

 ４ 健康推進費

 ５ 住民交流費

 ６ 教育文化費

 ７ 生活安全費

 ８ 快適環境費

 ９ 地域福祉費

１０積立金

１１予備費

18,653,993 51,403

報　　償　　費 210,000 210,000 0

次　期　繰　越　金 1,490,390 3,928,711 2,438,321

２ 自然災害積立金 500,000 500,000 0

△ 1,000,0001,000,000 0

１２コミュニティ活動費 5,131,200 5,131,200 0 地域内２４の基礎的コミュニティへ

地域環境推進員へ

合　　　　　　計 18,602,590

小　　　　計 1,200,000 1,200,000 0

0

0３ 車両買換積立金 200,000 200,000

１ 財政調整積立金 500,000 500,000

　事業費 597,000 558,389 △ 38,611
地球温暖化防止対策事業費

クリーン大作戦参加費

　事業費 1,100,000 1,065,990 △ 34,010 いきいきサロン・高齢者のつどい費用等

　事業費 170,000 130,910 △ 39,090

　事業費 385,000 367,643 △ 17,357 桔’ずセミナー・歴史ハイキング費用等

ＡＥＤリース料　防犯パトロール費用等

小　　　　計 1,100,000 1,007,034 △ 92,966

ハッピーニューイヤーフェスタ　どんど費用

２ 繰出費 900,000 864,777 △ 35,223 桔梗が丘夏まつり費用

１ 事業費 200,000 142,257 △ 57,743

敬老の日行事費用

小　　　　計 2,360,000 2,199,710 △ 160,290

２ 繰出費 1,650,000 1,639,249 △ 10,751

ききょう通信　ＨＰ管理費

１ 事業費 710,000 560,461 △ 149,539 健康まつり・健康講座費用

　事業費 322,000 301,820 △ 20,180

　

　事業費 350,000 305,550 △ 44,450 地域ビジョン冊子策定費

小　　　　計 3,187,000 2,247,036 △ 939,964

コピー　印刷費　事務経費

８ 雑費 100,000 22,154 △ 77,846 会議お茶代等

７ 事務費 600,000 388,779 △ 211,221

桔梗消防班補助

６ 備品購入費 1,000,000 924,840 △ 75,160 統一ベスト作成費

５ 防犯防災費 400,000 200,000

費用弁償費等

△ 200,000

総会資料印刷費　代表者会議

４ 研修費 300,000 128,780 △ 171,220 各種研修費（総務・教育文化）

３ 会議費 250,000

比　　較

△ 36,883

２ 費用弁償費 400,000 269,600 △ 130,400

213,117

備　　考

１ 事業費 137,000 99,766 △ 37,234 講演会費用

目 予算額 決算額

合　　　　　計 18,602,590 18,653,993 51,403

前期繰越金 5,655,050 5,655,050 0

メニユー(サロン事業に）

雑入 10,000 46,433 36,433

市社協補助金 260,000 270,700 10,700

名張市社会福祉協議会

小　　　計 10,915,200 10,919,470 4,270

４市社協交付金 630,000 634,270 4,270

コミュニティ活動費

３ 〃(特別交付金） 300,000 300,000 0 地域ビジョン策定費

２ 〃(加算額） 5,131,200 5,131,200 0

 ４ 助成金 １ 環境保全推進助成金

２団体活動助成金

小　　計

500,000

52,340

552,340

平成２３年度協議会会計決算書

目 予算額 決算額 比　　較 備　　　　考

　　　　　平成23年4月1日～平成24年3月31日

ゆめづくり交付金

　会費 1,000,000 1,000,000

１ 名張市交付金基本額 4,854,000 4,854,000 0

0 地区会費

（財）自治総合センター

地域づくり団体全国協議会

地域環境推進員報償費報償費収入 210,000 210,000 0

500,000

52,340

552,340

0

0

0
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別紙２－２． 平成２３年度末の積立金残高 

平成２４年３月３１日現在 

１． 財政調整積立金 

（単位：円） 

項  目 金   額 適   要 

繰 越 金 ５００，０００  

繰 入 金 ５００，０００  

雑 収 入 ８０ 預金利息 

合   計 １，０００，０８０  

中京銀行桔梗が丘出張所 普通預金 

 

２． 自然災害積立金 

（単位：円） 

項  目 金   額 適   要 

繰 越 金 ５００，０００  

繰 入 金 ５００，０００  

雑 収 入 ８０ 預金利息 

合   計 １，０００，０８０  

中京銀行桔梗が丘出張所 普通預金 

 

３． 車両買換積立金 

（単位：円） 

項  目 金   額 適   要 

繰 越 金 ６０１，３２７  

繰 入 金 ２００，０００  

雑 収 入 ９７ 預金利息 

合   計 ８０１，３７０  

中京銀行桔梗が丘出張所 普通預金 
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別紙３．平成２３年度協議会会計決算及び業務監査報告書 

 

 

平成２３年度協議会会計決算監査及び業務監査結果について(報告) 

 

記 

１．監査実施日 

平成２４年４月１８日（水）会計監査 午後５時から 

（於） 桔梗が丘公民館 １０２号室 

平成２４年４月２８日（土）業務監査 午前９時３０分から 

          （於） 桔梗が丘公民館 ２０２号室 

 

２． 監査の結果 

桔梗が丘自治連合協議会規約第８７条及び８８条の規定に基づき、平成２３年度の

定期監査を行ったので、その結果を下記の通り報告します。 

（１）協議会会計決算について、出納帳及び会計帳簿の関係書類等を確認し、監査し

た結果、適正に処理されていることを認めます。 

（２）自治連合協議会の活動については、すべての委員会、部会とも、多岐にわたる

事業を計画し、充実した活動に取り組まれたことを高く評価します。 

今後はさらに住民が参加し易い活動を目指していただきたい。 

 

以上 

平成２４年４月２８日 

監 事  東  和 伯 

監 事  田 合  豪 
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議案第２号 平成２３年度公民館事業報告及び会計決算の承認に関する件 

 

 平成２３年度の公民館事業報告及び会計の決算報告を別添のとおり行います。 

 なお、平成２４年４月１８日に監事により公民館会計決算の監査を受け、適正に執行し

たことの承認を得ています。 

 

別紙４ 平成２３年度公民館事業報告 

別紙５ 平成２３年度公民館会計決算書 

別紙６ 平成２３年度末の財産目録 

別紙７ 平成２３年度公民館会計監査報告書 
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別紙４．平成２３年度公民館事業報告 

桔梗が丘公民館・南公民館開設学級・教室・講座 

学 級・教 室 

学級・教室の名称 開設数 参加者数 主たる学習目標・内容 

タッチ・ザ・ 

サイエンス 
年間７回 ４４８人 

科学工作や遊びを通して、科学について学び、仲間づくりをす

る。 

サロン・ド・ 

シャボネーゼ 
年間９回 ８４人 環境にやさしい手作りの自然石鹸づくり。 

“農”を楽しむ 
年間 

２７回 
２９０人 

農業を通じて新しい絆作り。 

土に触れ、作物の収穫の感動を得る。 

しめ縄づくり 年間１回 ２８人 お正月用のしめ縄つくりを学ぶ。 

メンネルコール 

桔梗 

年間 

３４回 
４１３人 

高齢者を含めた男性の活躍の場で、男性間の地域内でのかかわ

りの場づくり。 

シニアクラス✿ 年間８回 ２６７人 
地域の高齢者の交流の場として、様々なジャンルの学習を提供

する。 

“活男厨房” 年間４回 ７１人 男性の為の料理教室 

くらしの書道 年間９回 １６１人 
ボールペン、筆ペンで漢字、かな文字、楷書等の基礎知識学び

合う。 

詩書を楽しむ会 年間 11 回 ２３９人 書を墨書きする。（季節の詩、言葉等） 

布ぞうりづくり 年間２回 ２４人 家庭の余った布を利用してぞうりつくり 

ＩＴ講座 年間 12 回 ５７人 デジタルカメラの写真をパソコンで加工する。 

ゆかた着付け教室 年間１回 １１人 自分でゆかたを着られるように。 

小麦日和 年間４回 ５４人 手作りパンの創作を通じて、健康づくり。 

講 座 

講座の名称 開催数 参加者数 主 た る 内 容 

夏期大学講座 ４回 ３８５人       

７月９日（土）  「薬草の話」       伊賀薬剤師会 

７月１６日（土） 「戦国花の世お市とお江」 難波 綾子 

７月２４日（日） 「今日より明日のために」 江川 紹子 

７月３０日（土） 「お笑い人権高座」    露の 新治 

行 事 

ロビーコンサート  ５回 １６５人 
色々なジャンルの方のコンサートを開催。 

(例)筝曲、ハーモニカ、女性コーラス、ギター演奏等。 

プチコンサート   １回 ２００人 市内の高校、中学校の音楽関係クラブの演奏会。 

映画鑑賞会   ２回  ９０人 大人から子どもまで楽しめる映画鑑賞会。 

 ※参加者数は延人数です。 
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別紙５．平成２３年度公民館会計決算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　

収入の部 （単位：円）

項

２　使用料

３ その他収入

４　繰越金

支出の部 　　（単位：円）

項

１　人件費

２　管理費

３　運営費

５　消費税

６　予備費

平成２３年度公民館会計決算書

目 予算額 決算額 比　　較 備　　　　考

　　　　　　平成23年4月1日～平成24年3月31日

15,022,000 15,022,000

１ 公民館使用料 3,100,000 3,201,969 101,969

0１　指　定　管　理　料

50,000 57,886 7,886

小　　　計 3,820,000 3,980,816

２ コピー使用料 720,000 778,847 58,847

合　　　　　計 25,136,921 25,297,623 160,702

前期繰越金 6,094,921 6,094,921 0

１　給与費 9,300,000 8,865,750 △ 434,250 館長 ・ 事務局職員給料

目 予算額 決算額 比　　較

小　　　計 9,400,000 8,925,417 △ 474,583

２　社会保険料 100,000 59,667 △ 40,333

２　燃料費 10,000 0 △ 10,000

１　消耗品費 700,000 574,622 △ 125,378

４　修繕料 500,000 284,340 △ 215,660
外灯・ホール照明修理・玄関ガラス・

タイル修理

３　光熱水費 3,510,000 3,293,125 △ 216,875

６　委託手数料 2,350,000 2,195,189 △ 154,811 法定点検保守料・夜間・清掃

５　電話料 240,000 183,895 △ 56,105

８　使用料及び賃借料 730,000 692,026 △ 37,974 ケーブルＴＶ・リース料等

７　備品購入費 1,800,000 1,704,297 △ 95,703

２　旅費 30,000 0 △ 30,000

３　印刷製本費 150,000

△ 65,000

合　　　　　　計 25,136,921 25,297,623 160,702

7,100

　　予備費 1,000,000 0

　　消費税 450,000 457,100

１事業収入

２雑収入

小　　　計 200,000

150,000

次年度へ繰越

６　雑費 100,000 42,002 △ 57,998

△ 1,000,000

次　期　繰　越　金 2,126,921 5,177,131 3,050,210

会費・自動車税・ゴミ処理代

小　　　計 2,170,000 1,663,627

４　郵便料 90,000 51,585

△ 506,373

142,000 △ 8,000 夏期大学受講料

夏期大学講座　プチコンサート他

199,886

△ 36,222 情報誌印刷代

△ 38,415

講師料

146,854 △ 3,146

9,074,348 △ 915,652

会議用机・椅子・パソコン　冷蔵
庫・テレビ

電気・ガス・上下水道費

事務用品 ・ 消耗品 ・雑品費

労働保険

備　　考

前年度繰越金

自販機電気代・預金利息・公衆電話・

ゴミ処理券手数料

はがき・切手代等

113,778

ガソリン・自動車保険料

５　事業費 1,250,000 971,262 △ 278,738

１　報償費 550,000 485,000

９　車両費 150,000

小　　　計 9,990,000
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別紙６ 平成２３年度末の財産目録 

 

      

資産の部 負債の部 

 

現 金     ９３，４６２ 

 

未払金    ４５７，１００ 

 

預 金  ５，５４０，７６９ 

 

正味資産 ５，１７７，１３１ 

 

合計   ５，６３４，２３１ 

 

合計   ５，６３４，２３１ 
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別紙７．平成２３年度公民館会計決算監査報告書 

     

 

平成２３年度公民館会計決算監査結果について（報告） 

 

記 

１．監査実施日 

平成２４年４月１８日（水） 午後５時から  

（於）桔梗が丘公民館 １０２号室 

 

２．監査の結果 

桔梗が丘自治連合協議会規約第８７条及び８８条の規定に基づき、平成２３年度の

公民館会計決算について定期監査を行い、出納帳及び会計帳簿等の関係書類を確認し

監査した結果、適正に処理されていることを認めます。 

以 上 

 

                        平成２４年４月１８日 

監 事  東  和 伯 

監 事   田 合    豪 
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議案第３号  桔梗が丘自治連合協議会会長等及び理事・監事の承認に関する件 

                            （候補者名簿） 

 役職名 氏  名 備   考 

1 会 長 辻森 保蔵 自治連合会代表幹事 

2 副会長 大垣 孝彦 総務委員長 

3 〃 上田  博 
自治連合会副代表幹事 

自治連合会第３ブロック幹事 

4 理 事 河合  進 自治連合会第１ブロック幹事 

5 〃 武仲 元男 自治連合会第２ブロック幹事 

6 〃 東  弘文 自治連合会第４ブロック幹事 

7 〃 阪本 忠士 企画運営委員長 

8 〃 野邊  薫 広報委員長 

9 〃 髙槻 茂夫 健康推進部会長 

10 〃 廣岡 貞之 住民交流部会長 

11 〃 竹原 啓子 教育文化部会長 

12 〃 吉野 孝司 生活安全部会長 

13 〃 加納 康嗣 快適環境部会長 

14 〃 梅本 久子  地域福祉部会長 

15 〃 中村  満 桔梗が丘公民館長・南公民館長 

16 〃 山中  晃 事務局長 

17 〃 松村  勲 事務局次長 

18 監 事 田合  豪   

19 〃 福森  譲   
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議案第４号 平成２４年度事業計画及び協議会会計予算の承認に関する件 

 

平成２４年度事業計画及び協議会会計予算を別紙（案）のとおり定めます。 

桔梗が丘自治連合協議会は、昨年１１月新しく策定された「地域ビジョン・桔梗が丘“ほ

っとまち”構想」に掲げられた「人の心が織りなす幸せ社会“ほっとまち”桔梗が丘」の

実現をめざして、地域住民の皆さんの一人でも多くの参画を得て、まちづくり活動の充実

強化に努めます。 

 

別紙８ 平成２４年度各委員会・部会の事業計画（案） 

別紙９ 平成２４年度協議会会計予算（案） 
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別紙７．平成２４年度各委員会・部会の事業計画（案） 

委員会:部会（総 務 委 員 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

 

１．総会、理事会、自治連合会等の会議の円滑な運営を目指す。 

２．規約、規則、規程等の制定又は改正により、協議会の充実化と円滑

化を図る。 

３．協議会財務内容を点検し、財務方針の明確化を目指す。 

４．指定管理者として、協議会事業と公民館事業との協働を図り、相互

の事業の充実化を目指す。 

５．協議会事業の成果を高めるための後方支援として、次の事業を実施

する。 

(ア)地域ビジョン実現のための講演会。 

年２回実施の予定、内１回は公民館との協働事業の予定 

 

 

(イ)地域ビジョン実現のための視察 

地域ビジョンの今年度の取組内容を精査、判断して決定してい

く。 

 

 

 

６．協議会全体の関係予算 

１）人件費（職員給与等） 

２）費用弁償費 

３）会議費 

４）研修費（協議会の委員会・部会での実施分） 

５）防犯防災費（名張市消防団蔵持分団桔梗が丘班へ補助） 

６）備品購入費（防災倉庫） 

７）事務費（コピー、事務経費） 

８）ビジョン新規事業費 

９）雑費 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算計上無し 

予算計上無し 

 

予算計上無し 

予算計上無し 

 

 

予算額合計 １７６，２００円 

 講師謝礼    105,000円 

 資料代等     21,200円 

  交通費等    50,000円 

 

（予算額  １００，０００円） 

  （交通費等  70,000円）  

（昼食代   20,000円） 

  （雑費    10,000円） 

 ※「研修費」で支出予定 

 

 

予算額合計４，７００，０００円 

予算額合計 ３５０，０００円 

予算額合計 ２５０，０００円 

予算額合計 ３００，０００円 

予算額合計 ２００，０００円 

予算額合計 ５００，０００円 

予算額合計 ４００，０００円 

予算額合計１，０００，０００円 

予算額合計  ５０，０００円 
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 委員会:部会（企 画 運 営 委 員 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

 

１． 地域ビジョン推進 

１）地域ビジョン重点プロジェクト推進パンフレットの作成・配付 

  及び重点プロジェクト事業説明に取り組んでいく。 

  ２）着手重点プロジェクト事業説明会を開催する。 

   ・個別プロジェクト事業の説明資料作成費用。 

   ・地域ビジョン重点プロジェクト支援に取り組んでいく。 

   ・説明会ポスター作成費用 

・資料等の印刷費用 

３）未着手地域ビジョン重点プロジェクト事業の取組み。 

   ・事前研究としての訪問視察と情報収集等の取組み。 

 

２．コミュニティビジネスの検討、情報収集 

 

 

３．事業部会に対する新規事業の提案 

 

４．事業部会に対する支援 

 

５．事業部会の事業評価システムの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額   ６０，０００円    

 

予算額   ４０，０００円 

 

予算額   ３６，０００円 

予算額   ４０，０００円 

   

予算額  １００，０００円 

 

予算額   ２４，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

予算額合計 ３００，０００円 
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委員会:部会（広 報 委 員 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．広報全般における事業 

１）広報及び広聴活動に関する事業 

① 自治連合協議会活動における情報収集体制及び広報活動の向

上への取組み。 

② 広聴活動及び双方向コミュニケーションの検討。 

 

２．事業年度内計画 

    ① 協議会における主要施策及び事業の広報の実施。 

    ② 地域における自治会活動の動向及び行政の重要施策の対処等

の広報活動。 

    ③ 前年度未着手・未実施事項の取組み。 

・広報の企画内容に対する住民の意見・意向の反映施策の検討。 

１）関連事業事項 

① 情報伝達及び情報の共有化状況の把握手法等の継続的取組

み。 

② 広報活動の研修会への参加。 

２）「ききょう通信」の発行 

① 自治連合協議会における広報活動。 

② 各戸配付による隔月発行の継続実施。 

・発行は基本的に６．８．１０．１．３月の年間５回を予定。 

③ 紙面構成のマンネリ化を避け、常に創意と工夫により、広報

の責務の遂行とレベルの向上を図る。 

３）「ホームページ」の管理運営 

①  管理運営体制の根本的見直し。 

 ・独自の更新作業の体制確立までの間、専門業者への委託等に

よる体制の検討及び市のホームページへの参加についても検

討する。 

② 更新体制確立後は、更新サイクルを１回／月を基本として

取り組む。 

③ 地域住民よりホームページが信頼される情報源としての体

制を構築。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額    ５，０００円 

 

 

 

予算額  ２９０，０００円 

 

 

 

 

 

予算額   ９０，０００円 

 

 

 

 

 

 

予算額合計 ３８５，０００円 
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委員会:部会（健 康 推 進 部 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．敬老の日の行事 

（目的）永年、社会の発展に貢献された高齢者への

感謝と長寿を祝い、高齢者自身が生活向上意欲を高

めると共に、地域のみんなが高齢者福祉と地域福祉

に資することを目的する。 

（内容  １） ７０歳８８歳の方に長寿記念品を贈呈 

２）７０歳以上の方に記念品を贈呈。 

予算額        １，６５０，０００円 

1）長寿記念品          825,000円 

2） 記念品          808,500円 

3） 予備費          16,500円 

 

 

 

２．ききょう健康まつり 

（目的）地域住民が健康について考え再認識してい

ただき、又暮らしの中で健康作りを考え実践し、い

きいきとした桔梗が丘を目指すことを目的とする。 

（内容）1)ウォーキング 

2) 健康まつり 

＊歯医者さんの歯チェック 

＊あなたの健康度を測定 

＊高齢度チェック 

＊骨チェック 

＊名張バリバリ体操 

＊栄養たっぷり食べ物ビンゴ大会、等 

実施日 平成２４年１０月２７日（土） 

ウォーキング 

    平成２４年１１月４日(日) 健康まつり 

予算額        ４００，０００円 

1) ウォーキング参加賞         10,000円 

2）参加者の交通費等        40,000円 

3) 健康体力測定器一式レンタル 90,000円 

4) インストラクタ-派遣     40,000円 

5) 超音波骨密度測定器レンタル 40,000円 

6) 昼食代           30,000円 

7) ビンゴ大会景品代      70,000円 

8) 用紙、雑品、事務用品    65,000円 

9) 予備費           15,000円 

３．ニュースポーツ世代間交流大会 

（目的）スポーツを通じ地域の交流の輪を広げ明る

く活力のある地域社会を推進する。又、親子や住民

間の親睦及び絆作りを推進する。 

（内容）1) グラウンドゴルフ 2) クロリティー 

3) ペタンク    4) カローリング 等 

実施日 平成２５年３月２３日（土） 

予算額        ６０，０００円 

 

1) 景品           30,000円 

2) チラシ、ポスター等    25,000円 

3) 予備費           5,000円 

４．体操会との協働事業 

（目的）地域区で実施されている体操会（ラジオ体

操）をより充実させるため協働事業 

期間 3月 1日～11月 30日午前 6時 30分から 

場所 桔梗が丘小学校グランド他 

（内容）1) ラジオ体操第 1・第 2 

2) 名張バリバリ体操 

3) 忍にん体操、等 

 

予算額        ３０，０００円 

1) 夏休み小学生児童の皆勤賞、参加賞など

の景品、等 
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５．ききょう健康講座 

（目的）生活習慣病の予防や暮らしの中でみんなが

健康について考え実践していくことをテーマに「き

きょう健康講座」を開催して地域の皆様に健康啓発

を促していく。 

（内容）１）ベルフラワー教室（まちの保健室の協

力で実施） 

＊メタボリックシンドローム予防教室 

＊保健師・栄養士による栄養指導 

＊講師による筋力アップ体操 

＊健康相談など行う 

(実施日)  1部は 4月～9 月、月 2回合計 12回 

 2部は 10月～3月、月 2回合計 12回 

２） 楽しい健康つくり講座 

     ＊健康に関する講演を行う。 

      実施日 平成 24年 10月上旬 

      演 題 乳がんについて  

     ＊市の集団がん検診を桔梗が丘で実施す

る。(肺がん、大腸がん、胃がん、乳が

ん、マンモグラフィー、子宮がん) 

      実施日 平成 24年 11月 11日（日） 

     ＊健康体操（リズム体操）を実施する。 

      (年 6回＜隔月＞実施する。) 

 

３）広報紙を発行する（回覧）。 

＊健康に関する情報を記載する 

＊月 1回発行する。 

 

６．桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額       ２３０，０００円 

 

 

 

 

１）ベルフラワー教室 

講師料        144,000円 

 

 

 

 

 

 

２）楽しい健康つくり教室 

 ＊講演会 

   講演料等       20,000円 

   その他経費      10,000円 

 ＊市の集団がん検診 

   諸経費（昼食代等）  10,000円 

 ＊健康体操（リズム体操） 

   講師料        30,000円 

 

 

 

３）広報誌 

   用紙・印刷代等    16,000円 

 

 

 

 

予算額合計 ２，３７０，０００円 
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委員会：部会（住 民 交 流 部 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

１．桔梗が丘夏まつり 

（目的） 

子どもから大人まで地域住民が参加し、様々な催しを楽しみ、親

睦を深める。又他地域の人々に地域住民の交流を発信する場とす

る。 

(期待する効果) 

地域住民の方々が模擬店や盆踊りに中心となって参加することに

より、地域住民同士の交流や親睦を図る。 

空き店舗を利用して、“ほっと”できる休憩所をつくり、お年寄

りにも参加してもらいやすい祭りにする。 

他地域の人々に桔梗が丘の住民の交流の様子を発信する。 

 （実施予定日） 

平成２４年８月１８日（土） 

 （実施内容） 

１）模擬店・フリーマーケット ２）盆踊り  

３）パレード         ４）アトラクション  

５）模擬店利用券の配布（３００円） 

 

２．ハッピーニューイヤーききょうフェスタ 

（目的） 

新年を祝う行事として位置付け、桔梗が丘住民相互の親睦をはか

り、住民参加・住民自身でまちつくりを推進していこうとする意識

を高める。 

（期待する効果） 

子どもたちが親しみやすい催し物を体験する中で、互いの交

流をはかる。 

伝統的な行事を子どもたちが体験し、その良さを伝えていく。 

子どもたちや近隣の人々が参加することにより地域住民同士

の交流をはかり、年明けに当たり、共に住みよい地域つくりに参

加していこうとする意識を持つ。 

（実施予定日） 

ハッピーニューイヤーききょうフェスタ：平成 25年 1月 12日（土） 

どんど焼き：平成 25年 1月 14日（月） 

（実施内容） 

１）ワークショップ  ２）子供向けイベント 

３）お菓子屋台村   ４）豚汁等の振る舞い 

５）どんど焼き（2番町区保存会の協力） 

３．桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

予算額 １，７５０，０００円 

（収入） 

 １）繰出金   900,000円 

 ２）協賛金   850,000円 

 （支出） 

 １）事務経費  120,000円 

 ２）食料費   100,000円 

 ３）舞台照明費 700,000円 

 ４）イベント費  20,000円 

  ５）広報費   100,000円 

 ６）警備費   150,000円 

 ７）シャトルバス 110,000円 

 ８）縁日費   450,000円 

       （模擬店利用券） 

 

 

 

 

予算額   ２２０，０００円 

  (支出) 

１）ワークショップ 

      13,000円 

２）子供向けイベント費 

      30,000円 

３）振る舞い費 

      47,000円 

４）お菓子屋台村費 

      60,000円 

５）どんど行事費 

      70,000円 

 

 

 

 

 

予算額合計 １，１２０，０００円 

※但し、夏まつり全体の予算額は、

１，９７０，０００円です。       
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委員会:部会（教 育 文 化 部 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

 

１．桔’ずセミナー（第８回） 

地域の子ども達が大人と共に学びながら触れ合うことを目的と

して開催。 

１）夏６講座４回実施：料理・科学・囲碁・手芸・太鼓・よさ

こいソーラン。 

２）冬３講座１回実施：料理・手芸・未定。 

３）ききょう夏まつりに参加：太鼓・よさこいソーラン。 

４）ききょうニューイヤーフェスタに協力参加：科学遊び。 

 

 

２．こころの思い発表会（第１６回） 

現代の子どものこころの思いを作文発表を通じて、地域の大人

に理解していただく。 

１）実施日 桔梗が丘公民館展開催日。 

２）発表者 地域内の３小学校・２中学校から各３人。 

３）演奏会 桔梗が丘中学校音楽部。 

    北中ウインドアンサンブル。 

 

３．ふるさと歴史ハイキング（第１６回） 

地域の大人と子どもが交流を図りながら、地域の歴史を学び、

ふるさとを愛する心を育てる。 

１）実施日 平成２４年１１月１０日（土）。 

２）ふるさとの歴史建造物や、遺跡を散策。 

 

４．私の一冊文庫 

１）桔梗が丘サロンに於いて運営する。原則として毎月第３土曜

に開催し、ボランティアによる本の読み聞かせ事業。 

    ２）絵本展  平成２４年７月１９日（木）～２６日（木）ま

で桔梗が丘公民館ギャラリーで実施する。 

 

５．桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額   ２６０，０００円 

講師料      80,000円 

講座備品代等   80,000円 

会議費等     30,000円 

事務費      20,000円 

予備費      10,000円 

ボランティア費用 30,000円 

年間会議費     10,000円 

 

 

予算額   １１５，０００円 

参加賞(図書券)   25,000円 

音楽演奏会経費  32,000円 

冊子・プログラム 25,000円 

要約筆記     25,000円 

予備費       8,000円 

 

予算額    ４０，０００円 

参加者交通費補助 20,000円 

見学料金等    20,000円 

  

 

 

 

予算額    １６，０００円 

（書籍購入補助） 

 

 

 

 

 

 

予算額合計 ４３１，０００円 
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委員会:部会（生 活 安 全 部 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

 

１．普通救命講習会 

１）開催回数：年間２回（１０月、３月）。 

２）開催場所：名張市消防庁舎内２階。 

３）参加予定者：１回２５人、合計５０人。担当者４人 

４）講習内容：①止血法 ②異物除去法 ③心肺蘇生法  

     ④ＡＥＤ取扱法 

 

２．ＡＥＤレンタル：セコム三重（株） 

契約期間：５年間 （平成２１年１月２７日～平成２６年１月

２７日） 

 

３．防犯パトロールの実施 

桔梗が丘防犯パトロール隊 

１）青色回転灯パトロール 青色回転灯装着車２台 

２）実施要領：月４回、約１時間 

桔梗が丘地区内を３コースに分け、２台の車に隊員６人が

分乗して、それぞれのコースを巡回する。（毎月５日、１５

日、２０日、２５日） 

※現在隊員５人、あと少し隊員を増やしたい。 

 

４．命の笛贈呈 

１）平成２５年４月、地区内の３小学校の新入児童等に贈呈す

る。 

 

５．桔梗が丘自治連合協議会 自主防災隊 

   １）防災訓練の実施 

       各地区において、年 1回は実施することにより、住民の防

災意識の高揚を図る。 

 

６．桔梗が丘マップの危険箇所の解消・改善取り組みを促進。 

 

７．桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

※ 

 

 

 

予算額    ２，４６０円 

        

 

 

 

 

 

予算額   ６１，７４０円 

    レンタル料１年分 

    （５，１４５円 x１２） 

 

予算額   ８９，８００円 

 ガソリン代  13,800円 

  活動費    46,000円 

保険料     1,000円     

 

 

 

 

 

 

予算額   １５，０００円 

 

 

 

 

予算計上無し 

 

 

 

 

 

予算額合計 １４０，０００円 
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委員会:部会（快 適 環 境 部 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

 

2. 地球温暖化対策事業（緑のカーテン事業） 

緑のカーテンは、真夏の窓の外につる性植物を這わせた植物のカー

テンである。夏の強い日差しを和らげ、葉の蒸散作用によって周囲

の温度を下げ、カーテンから涼しい風が流れ込み、室温の上昇を抑

える効果がある。好条件の場合、真夏のエアコン使用は２０～３０％

の省エネ効果が見込まれるという。さらに、ヒートアイランド対策

や、街の美観向上、癒しの効果が見込まれるだけでなく、菜園を楽

しみ、快適な食生活や屋外環境を作り出し、健康に役立つものと思

われる。公共施設等や住民所帯に緑のカーテン設置を図る。 

（事業内容） 

 ・５月初旬、希望する所帯（各３株）や公共施設等にゴーヤ苗を配付

し、植栽を奨励する。 

 ・９月中旬には、「うちのゴーヤ自慢展」として写真や感想文を公民

館に展示する。 

 ・各家庭で栽培されたゴーヤを公民館に持ち寄り、「お持ち帰りコー

ナー」を設ける。 

 

２．地域環境保全・教育啓発事業 

 シャックリ川でのゲンジホタル観賞会や、１０号公園でのバードウオ

ッチングを通じて地域の自然や住環境を知り、自然を親しむだけでな

く、環境をいかに保全し守ることが大切かを学習する。 

 （事業内容） 

 ・ゲンジホタル観賞会 平成２４年６月実施 

 ・バードウオッチング 平成２５年１月実施 

 

３．桔梗が丘クリーン作戦 

環境美化啓発事業として名張市クリーン作戦に賛同して行う。 

 （事業内容） 

・桔梗が丘地区内の幹線道路のゴミ収集作業  

平成２３年６月３日（日） 

 

４．桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

予算額 ３３１，５００円 

 ゴーヤ苗  300,000円 

 配付雑費   3,500円 

 写真展費用   9,000円 

    告知費用  16,000円 

 予備費    3,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算額  ８２，０００円 

 講師料   10,000円  

 参加賞等  70,000円 

 予備費   2,000円 

 

 

予算額  ６０，０００円 

 参加粗品代等 

 

 

 

 

 

 

 

予算額合計 ４７３，５００円 
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委員会:部会（地 域 福 祉 部 会） 

平成２４年度事業計画の内容 予 算 額 の 明 細 

 

２． 高齢者、障がい者等への友愛訪問活動 

毎月 1回地区の民生委員と「陽だまり」を携え訪問し、安否確

認と相談・支援活動を実施。 

 

２．年末の友愛訪問 

  ・７５歳以上の１人暮らし世帯 

  ・７５歳以上の高齢者のみ世帯 

  ・重度の寝たきりや認知症の方のいる世帯 

  ・特に見守りの必要な世帯へ、友愛品（プレゼント）を持参で

訪問。 

 

３．高齢者のつどいの実施 

  ・８０歳以上の高齢者と親睦と交流を図るため開催。 

  ・実施時期：平成２４年５月 (予定) 

  ・参加予定者：約８０名 

 

４．いきいきサロンの実施 

・地域内１４箇所の小地域で、高齢者同士が近隣の絆を深め、

お互いの顔が見える中で、友達づくりや絆づくりをする機会と

する。 

・実施 各サロンの年間計画に基づく。 

・年間参加者目標２，５５０人。 

 

５．グループホーム交流会 

  ・地域内の７箇所のグループホームとの交流会を、年１回実施 

 

６．赤ちゃん、ちびっ子なかよし広場 

  ・未就園児とその親のつどいを、公民館講堂で、毎月第３火曜

日に実施する。 

 

７．地域高齢者への配食と見守りの協働事業。「いこい」「友～友」

の２団体。 

  

８．桔梗が丘“ほっとまち”構想と協調して事業を進める。 

 

 

 

 

予算額    ５０，０００円 

「陽だまり」印刷費 

 

 

予算額   ２２０，０００円 

（友愛品購入費） 

 

 

 

 

 

予算額   ２００，０００円 

 

 

 

 

予算額   ５１０，０００円 

  一人当たり 200円×2,550人 

 

 

 

 

 

予算額    ５０，０００円 

 

 

 

予算額    ５０，０００円 

 

 

予算額    ６０，０００円 

 

 

 

予算額合計 １，１４０，０００円 
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別紙９．平成２４年度協議会会計予算（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部

項 備　　　　　　考　

 １ 会 費 地区会費

 ２ 交付金 ゆめづくり交付金

コミュニティー活動費

名張市社会福祉協議会

 ３ 補助金 いきいきサロン　メニユー　

 ４ 助成金

 ５ 報償費収入 名張市地域環境推進委員報償費

 ６ 雑収入 普通預金利息等

 ７繰越金

支出の部

項 備　　　　　　考　

 １ 総務費 研修会費用

職員給与

費用弁償費

総会資料印刷費

各種研修費

桔梗消防班補助

防災倉庫

コピー　印刷費　事務経費

 ２ 企画運営費 地域ビジョン推進費

 ３ 広報費 ききょう通信　ＨＰ管理費

 ４ 健康推進費 健康まつり/健康講座等

敬老の日行事

 ５ 住民交流費 ハッピーニューイヤーフェスタ・どんど

桔梗が丘夏まつり

 ６ 教育文化費 桔’ずセミナー等

 ７ 生活安全費 ＡＥＤリース料　防犯パトロール

 ８ 快適環境費
地球温暖化防止対策事業

クリーン大作戦参加費

 ９ 地域福祉費 いきいきサロン　高齢者のつどい費用等

１０積立金

１１予備費

コミュニティ活動費（桔梗が丘２４地区）

名張市地域環境推進委員報償費

　　　　※　予算の流用は、会計処理規程第20条の規定によるものとする。

１２コミュニティ活動費 5,131,200 5,131,200 5,131,400 200

次　期　繰　越　金 1,490,390

合　　　　　　計 18,602,590

△ 1,380,379

0

小　　　　計

18,653,993 20,877,111 2,274,521

110,011

1,000,000 0

3,928,711

200,000

２ 緊急災害積立金 500,000 500,000 0

1,000,000

１３報償費 210,000 210,000 150,000

△ 500,000

３ 車両買換積立金 0

△ 60,000

　事業費 1,100,000 1,065,990 1,140,000 40,000

1,200,000 1,200,000 △ 1,000,000

0

140,000 △ 30,000

200,000 200,000 200,000

473,500

１ 財政調整積立金 500,000 500,000

431,000

△ 500,000

　事業費 170,000 130,910

　事業費 597,000 558,389

900,000

△ 123,500

小　　　　計 1,100,000 1,007,034 1,120,000 20,000

　事業費 385,000 367,643

2,370,000

46,000

１ 事業費 200,000 142,257 220,000 20,000

２ 繰出金 900,000 864,777

720,000

0

２繰出金 1,650,000 1,639,249 1,650,000 0

小　　　　計 2,360,000 2,199,710

300,000

10,000

　事業費 322,000 301,820 385,000 63,000

１事業費 710,000 560,461

50,000

10,000

小　　　　計 3,187,000 2,247,036 7,926,200 4,739,200

　事業費 350,000

10 雑費 100,000 22,154

128,780

1,000,000 924,840

△ 50,000

305,550

500,000

△ 50,000

８ 事務費 600,000 388,779 400,000 △ 200,000

７ 備品購入費 △ 500,000

６ 防犯防災費 400,000 200,000 200,000 △ 200,000

0

５ 研修費

３ 費用弁償費

４ 会議費 250,000 213,117 250,000

300,000

目 前年度予算額 前年度決算額 24年度予算額

300,000

350,000

（単位：円）

△ 50,000

△ 500,000

小　　　計 552,340 △ 552,340

２団体活動助成金 52,340

市社協補助金 260,000 270,700 160,000 △ 100,000

２ 〃(加算額）

３ 〃(事務局経費）

４ 〃(人件費） 0

５市社協交付金

（単位：円）

前年度予算額 前年度決算額 24年度予算額 前年予算比較

200

1,000,000 0

0

5,131,200

300,000 300,000

0

5,131,200

300,000

4,700,000

5,131,400

634,270

平成２４年度協議会会計予算書

１名張市交付金基本額 4,854,000 4,854,000 4,857,000 3,000

1,000,000 1,000,000　会　　　　　費

目

1,000,000９ ビジョン新規事業費

400,000 269,600

0

630,000

報償費収入

△ 52,340

0 0

552,340 0

10,000

20,877,111

1,000,000

630,000

１環境保全推進助成金 500,000 500,000 0

4,703,20010,915,200 10,919,470

比　　較

△ 60,000150,000210,000 210,000

46,433 20,000

△ 1,726,339

１ 事業費

4,700,000

2,274,521合　　　　　計 18,602,590 18,653,993

176,200 39,20099,766

２ 人件費 0 0 4,700,000

雑入 10,000

137,000

0 4,700,000

前期繰越金 5,655,050 5,655,050 3,928,711

小　　　計 15,618,400

052,340
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議案５号 平成２４年度公民館事業計画案及び会計予算案の承認に関する件 

 

平成２４年度の公民館事業計画案及び会計予算案を別紙のとおり定めます。 

公民館の管理運営については、平成１８年９月から実施の指定管理者制度の下で効率的

な運営に努めておりますが、今年度も当該制度を充分に生かした管理運営を行ってまいり

ます。 

 

別紙１０ 平成２４年度公民館事業計画（案） 

別紙１１ 平成２４年度公民館会計予算（案） 
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別紙１０ 平成２４年度公民館事業計画（案） 

桔梗が丘公民館・南公民館開設の学級・教室・講座 

学 級・教 室 

学級・教室の名称 開設数 参加者数 主たる学習目標・内容 

タッチ・ザ・ 

サイエンス 
年間８回 ２４０人 

科学工作や遊びを通して、科学について学び、仲間づくりをす

る。 

サロン・ド・ 

シャボネーゼ 
年間３回 ３０人 環境にやさしい手作りの自然石鹸づくり。 

“農”を楽しむ 
年間 

２９回 
４８０人 

農業を通じて新しい絆作り。 

土に触れ、作物の収穫の感動を得る。 

しめ縄づくり 年間１回 ３０人 お正月用のしめ縄つくりを学ぶ。 

メンネルコール 

桔梗 

年間 

２４回 
４８０人 

高齢者を含めた男性の活躍の場で、男性間の地域内でのかかわ

りの場づくり。 

シニアクラス✿ 年間７回 ２１０人 
地域の高齢者の交流の場として、様々なジャンルの学習を提供

する。 

“活男厨房” 年間４回 ６４人 男性の為の料理教室 

くらしの書道 年間６回 １８０人 
ボールペン、筆ペンで漢字、かな文字、楷書等の基礎知識学び

合う。 

“書遊” 年間９回 １３５人 書道と学遊一緒に楽しく学ぶ。 

郷土の歴史を学ぶ 年間９回 ２７０人 郷土・伊賀、名張の歴史を学ぶ。 

パソコン教室 年間８回 ８０人 初めてパソコンに触れる方が対象の教室。 

写真教室 年間６回 ９０人 写真撮影を通じて、仲間作り。 

 

講 座 

講座の名称 開催数 参加者数 主 た る 内 容 

夏期大学講座 

 

４回 

 

５００人 

 講師 河原 徳子氏 ＜文学＞金子みすずと大正ロマン。 

 講師 森内 啓太氏 ＜音楽＞フルート演奏と講演。 

 講師 橋本 文夫氏 ＜食＞食を彩るお酒のお話。 

 講師 菊池 幸夫氏 ＜暮し＞私達の暮らしと法律  

行 事 

ロビーコンサート １０回  ３００人 
色々なジャンルの方のコンサートを開催。 

(例)筝曲、ハーモニカ、女性コーラス、ギター演奏等。 

プチコンサート  １回 ２００人 市内の高校、中学校の音楽関係クラブの演奏会。 

映画鑑賞会  ４回 ２００人 大人から子どもまで楽しめる映画鑑賞会。 

 ※参加者数は延人数です。 
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別紙１１ 平成２４年度公民館会計予算（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部

項 備　　　　考

２　使用料

３ その他収入 夏期大学参加費等

自販機電気代　普通預金利息等

４　繰越金

支出の部

項

１　人件費 館長 ・ 事務局職員給料

労働保険

２　管理費 事務用品 ・ 消耗品 ・雑品費

電気・ガス・上下水道費

玄関タイル・ＡＥＤパット・調理室換気扇

法定点検保守料・夜間・清掃等委託料

椅子・テレビ・アンプ・プロジェクター

コピー・印刷・大判印刷・リース料等

ガソリン・車検・自動車保険料

３　運営費 講師料

出張旅費

情報誌印刷代

はがき・切手代等

夏期大学講座・主催講座・公民館展

会費・自動車税・ゴミ処理代

４　その他

５　事業費 1,250,000

２　予備費 1,000,000

１　消費税 450,000

100,000

0

1,000,000

６　雑費 100,000 63,000 △ 37,000

小　　　計 2,170,000 2,253,000 83,000

△ 114,400

△ 5,861,790

次　期　繰　越　金 2,126,921 772,531 △ 1,354,390

合　　　　　　計 25,136,921 19,275,131

5,177,131

25,297,623

３　印刷製本費 150,000 120,000

2,000,000

４　郵便料 90,000 90,000

113,778

51,585

335,600

1,350,000

0

971,262

小　　　計 9,990,000 9,214,000 △ 776,0009,074,348

１　報償費 550,000 600,000

２　旅費 30,000 30,000

485,000

0

50,000

0

６　委託手数料 2,350,000 2,306,000 △ 44,000

５　電話料 240,000 200,000183,895

９　車両費 150,000 220,000

△ 620,000

８　使用料及び賃借料 730,000 848,000 118,000

７　備品購入費 1,800,000

70,000

４　修繕料 500,000 490,000 △ 10,000

３　光熱水費 3,510,000 3,340,0003,293,125

284,340

△ 170,000

２　燃料費 10,000 10,000 0

１　消耗品費 700,000 620,000574,622

0

△ 80,000

小　　　計 9,400,000 4,700,000 △ 4,700,000

２　社会保険料 100,000 100,00059,667

8,925,417

0

合　　　　　計 25,136,921 △ 5,861,790

5,177,131

19,275,131

前期繰越金

25,297,623

比　　較

１　給与費 9,300,000 4,600,000 △ 4,700,000

目 前年度予算額 24年度予算額前年度決算額

8,865,750

　　　　　　　　　（単位：円）

平成２４年度公民館会計予算書

目 前年度予算額 24年度予算額 前年予算比較

（単位：円）

前年度決算額

4,000,000 180,000

150,000

２ コピー使用料 720,000 30,000

△ 5,124,000

3,201,969

778,847

3,980,816

3,100,000

50,000

6,094,921

１　　指 定 管 理 料 9,898,000

3,250,000

15,022,000 15,022,000

200,000

１ 公民館使用料

小　　　計 3,820,000

750,000

150,000142,000

小　　　計 200,000

１ 事業収入 150,000

２ 雑収入

0

50,000

42,002

1,663,627

457,100

2,195,189

1,704,297

692,026

146,854

57,886

199,886

6,094,921 △ 917,790

1,180,000

△ 40,000

0

△ 30,000

0
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参考資料 

 

資料１．桔梗が丘自治連合協議会組織図 

 

資料２．桔梗が丘自治連合協議会関係者名簿 

     （自治会長・区長、評議員、理事、監事、委員会、部会員、公民館） 

                       （平成２４年５月１９日現在） 

資料３．桔梗が丘自治連合協議会関係規定 

・桔梗が丘自治連合協議会規約 

・桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 

・会計処理規程 

・公民館管理運営規程 
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資料１．桔梗が丘自治連合協議会組織図 
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資料２．桔梗が丘自治連合協議会関係者名簿 

 

自治会長・区長            評議員 

氏    名 自治会・区名 氏    名 選出団体 

辻 森 保 蔵 １番町区 辻 本 幸 三 １番町区 

吉 谷 昌 亮 ２番町第１区 浅 津 英 明 ２番町第１区 

河 合  進 ２番町第２区自治会 岡 森 競 一 ２番町第２区自治会 

中 村 宣 利 ２番町第３区自治会 大 平 清 明 ２番町第３区自治会 

小 坂 雄 宏 ３番町自治会 中 川  健 ３番町自治会 

石 崎  潮 ４番町区自治会 松 本 幸 代 ４番町区自治会 

上 田  博 ５番町第１区 繁 田 邦 明 ５番町第１区 

北 森 輝 夫 ５番町第２区 木 原  宏 ５番町第２区 

島 田 信 人 ５番町第３区 渡 辺  保 ５番町第３区 

野 邊  薫  ６番町区 棚 岡  聡 ６番町区 

角 谷 憲 一 ７番町１区自治会 原 田 忠 義 ７番町１区自治会 

石 川  勝 ７番町２区自治会 西 宮 剛 志 ７番町２区自治会 

橋 本 健 三 ８番町１区自治会 澤 田  進 ８番町１区自治会 

武 仲 元 男 ８番町２区自治会 水 谷 早 苗 ８番町２区自治会 

猪 原 佐 平 南第１区 安 藤  孝 南第１区 

中 谷 一 仁 南第２区 松 尾 政 則 南第２区 

佐 田 勝 彦 南第３区 西  幸 雄 南第３区 

中 谷 昌 憲 西１番町自治会 出 井 秀 徳 西１番町自治会 

東   弘 文 西２番町自治会 宮 内 清 秀 西２番町自治会 

河 嶋 一 夫 西３番町自治会 伊 藤 健 二 西３番町自治会 

難 波  廣 西４番町自治会 田 村 勝 利 西４番町自治会 

古 川 正 規 西５番町自治会 松 田 元 樹 西５番町自治会 

山 村 哲 生 西６番町自治会 山 下 貴 史 西６番町自治会 

矢 頭 浩 司 西７番町自治会 尾 上 重 文 西７番町自治会 

  奥  冨 美 子 １番町婦人クラブ 

  松 浦 健 治 老人クラブ協議会 

  川 口  力 子ども会連合会 

  倉 井 洋 治 保育所・幼稚園 

  石 上 愛 子 小・中学校（ＰＴＡ） 

  辻 森 美 知 子 民児協 

  玉 置 美 和 子  民児協 

  石 川 鈴 代 民児協 

  多 賀 猪 佐 美 桔梗が丘商店会 

  池 田 扶 久 江 健康推進部会 

  森 川 健 一 住民交流部会 

  岸 本 重 郎 教育文化部会 

  堀 口 茂 義 生活安全部会 

  坂 口 勇 三 快適環境部会 

  福 井 愛 子 地域福祉部会 
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理 事・監 事 

役 職 名 氏   名 備   考 

会   長 辻 森 保 蔵 自治連合会代表幹事 

副 会 長 大 垣  孝 彦 総務委員長 

副 会 長 上 田  博 
自治連合会副代表幹事 

自治連合会第３ブロック幹事 

理   事 河 合  進 自治連合会第１ブロック幹事 

理   事 武  仲  元 男 自治連合会第２ブロック幹事 

理   事 東   弘 文 自治連合会第４ブロック幹事 

理   事 阪 本 忠 士 企画運営委員長 

理   事 野 邊  薫 広報委員長 

理   事 髙 槻 茂 夫 健康推進部会長 

理   事 廣 岡 貞 之 住民交流部会長 

理   事 竹 原 啓 子 教育文化部会長 

理   事 吉 野 孝 司 生活安全部会長 

理   事 加 納 康 嗣 快適環境部会長 

理   事 梅 本 久  子 地域福祉部会長 

理   事 中 村  満 桔梗が丘・桔梗が丘南公民館長 

理   事 山  中  晃 事務局長 

理   事 松 村   勲 事務局次長 

監   事 田 合  豪  

監   事 福 森  譲  
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委員会（順不同） 

総務委員会 企画運営委員会 広報委員会 

大垣 孝彦 阪本 忠士 野邊  薫 

吉谷 昌亮 坂本 直司 澤田  進 

河合  進 金谷 保史 森嶋 和宏 

東  洋平 鍛  信義 棚岡 聡 

山口 忠雄 中谷 一仁 北森 義次 

長川 精孝 中村 宣利 中西 雅文 

 神谷  宏  

   

   

   

 
 
部会員（順不同） 

健康推進部会 住民交流部会 教育文化部会 生活安全部会 快適環境部会 

髙槻 茂夫 廣岡 貞之 竹原 啓子 吉野 孝司 加納 康嗣 

小坂 雄宏 沢田 忠司 山本 佳世 堀口 茂義 上田  博 

松浦 健治 児玉 孝信 寺脇 京子 山縣 英雄 坂口 勇三 

谷岡 敏博 杉尾 みどり 河村 由紀子 中島 利具 竹内 正敏 

池田 扶久江 平見 真由美 高嶋 仁美 山本 靖夫 浅津 英明 

松尾 政則 小川  光 佐藤 みどり 辻本 幸三 北森 輝夫 

濱田 眞治 杉山 岩男 坂本 良子 石崎  潮 奥中 勝也 

居川 よし子 成田 良二 湯浅 栄津 武仲 元男 植野 正信 

吉村 末好 阪上  仁 浅田 章子 田村 勝利 安藤  孝 

角谷 憲一 原田 忠義 垣内 恵子 木原  宏 丹  素之 

桜井 弘子 大平 清明 佐田 勝彦 石川  勝 石川 律子 

三宅 勝江 佐波  尚 岸本 重郎  岩間 豊子 

石本 公子 多賀 猪佐美 渡辺  保  松本 幸代 

中川 健 橋本 健三 西  幸雄  繁田 邦明 

西宮 剛志 小幡 正廣 島田 信人  出井 秀徳 

松田 元樹 山村 哲生 木瀬 孝子  宮田 清秀 

 池本 仁志 松尾 明美  伊藤 健二 

 岡森 競一   猪原 佐平 

 山下 貴史    

 川口 力    

 中谷 昌憲    

 東  弘文    

 杉中 清哉    

 深山 正治    

 森川 健一    
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地 域 福 祉 部 会 

梅本 久子 原田 啓子 青木 誠子 下永 美紀子  

玉置 美和子 中村 日出子 大久保 恵子 松本 明美  

辻森 美知子 富樫 キソ子 木原 昭十 村田 憲子  

石川 鈴代 浅田 章子 北川 允 丸山 久代  

福本 喜美子 武本 篤子 西條 エリ子   

丹羽 淳子 平見 真由美 松本 勝子   

谷本 和子 小坂 美代子 髙槻 泰子   

西尾 雄子 福井 愛子 寺脇 京子   

江南 登美 森永 泰子 佐藤 久子   

小津 多香子 小川 茂子 須澤 小夜子   

 

公 民 館（順不同） 

公民館職員 公民館運営審議会 公民館運営委員会 

 中村  満 辻森  保蔵 八隅  了子 竹原  啓子 

 山中  晃 大垣  孝彦 垣内  成之 小村  静子 

 松村  勲 上田  博 上田  博 小中  仁代 

 向井  忠志 八隅  了子 山口  忠雄 稲垣  香代子 

 廣岡  登喜子 中村  満 渡部  鴻 関   洋子 

 中森  祐紀子 山中  晃 岸本  重郎 松岡  弘子 

西島  かおり  森中  庸祐 中村  満 

竹内  みどり  山本  孝二 山中  晃 

三島  恵子  西山  嘉一  
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資料３．桔梗が丘自治連合協議会関係規定 

 

桔梗が丘自治連合協議会規約 

第 1章 総 則 

(名 称) 

第１条 本会は、桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 協議会は、事務所を桔梗が丘公民館内に置く。 

      名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

（目 的） 

第３条  協議会は、豊かで住みよいまち「桔梗が丘」を創造するため、住民の交流を図り、

地域のつながりを深め、住民が主体となって活力と魅力あふれる良好な居住環境及び安

全、安心な生活環境の実現をめざすものとする。 

（運営の原則） 

第４条  協議会の運営は、住民自治の基本である住民参加の自由、発言の自由等を保障す

る。 

２ 前項を達成するため、次の事項を運営の責務とする。 

（１）協議会運営の民主制を確保すること。 

（２）自立した地域社会を創造し、実現に向けての取り組みを行うこと。 

（３）協議会への活動参加の公平性を確保すること。 

（４）住民等の意見や要望等の集約をすること。 

（５）情報の公開及び共有を行うこと。 

（６）その他、運営上不可欠と思われる事項を実施すること。 

（事 業） 

第５条  協議会は第 3条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 

 （１）地域住民の健康及び福祉の増進に関する事業。 

 （２）地域住民の交流に関する事業。 

（３）高齢者の生きがいづくりに関する事業 
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  （４）青少年の健全育成に関する事業。 

（５）自主防犯及び自主防災に関する事業。 

（６）環境及び景観の保全に関する事業。 

 （７）地域文化の継承及び創出に関する事業。 

（８）コミュニティビジネス等地域活性化に関する事業。 

２ 前項に掲げるもののほか、特に協議会が必要と認めた事業を行う。 

（地域ビジョン） 

第６条  協議会は、名張市地域づくり組織条例（平成 21年条例第 3号）第 9条の規定に基

づき桔梗が丘の地理的な特性、自然、産業、歴史及び文化等の地域資源を活用し、課題

を解決するため、理念、基本方針及び将来像をとりまとめた地域ビジョンの策定に努め

るものとする。 

（会 員） 

第７条  協議会の会員は、桔梗が丘地区に居住する住民及び団体、並びに桔梗が丘地区で

事業活動する事業所で構成する。 

２ 前項で規定する団体は、次に掲げるものとする。 

 （１）桔梗が丘地区自治会又は区 

（２） 桔梗が丘地区婦人会 

（３） 桔梗が丘地区高齢者の会 

（４） 桔梗が丘地区子ども会育成会 

（５） 桔梗が丘地区保育所、幼稚園及び保護者会 

（６） 桔梗が丘地区小学校、中学校、高等学校、並びにＰＴＡ  

（７） 桔梗が丘地区民生委員・児童委員協議会 

（８） 桔梗が丘商店会 

３  桔梗が丘地区公民館自主サークルクラブ、各種ボランティア団体その他任意団体、並

びに協議会の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加する団体又は事業所は、理事会の承認

を得て第１項の構成団体又は事業所とすることができる。 

（会員の役割） 
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第８条   会員は、協議会の行う行事や地域コミュニティ活動及びボランティア活動等への

積極的な参加などを通して、桔梗が丘のより良いまちづくりに貢献する。 

２ 会員は、自治会費（区費）として納入した分から総会で決定された金額を協議会活動

経費の一部として負担する。 

 

第２章 評議員及び総会 

第１節 評議員 

（定 数） 

第９条 評議員の定数は、40名以内とする。 

２ 評議員の選出母体は、次の各号のとおりとする。 

（１）桔梗が丘自治会又は区    24名 

（２）事業部会           6名 

（３）団体等         10名以内 

（役 割） 

第 10条 評議員は、定時総会及び臨時総会において、理事会が提案する議案を審議し、議

決する。 

２ 評議員は、協議会の運営の諸事項について、調査等をおこない、理事会に提案するこ

とができる。 

 

（選 出） 

第 11条 地区自治会選出の評議員は、各自治会の会長、区長またはその組織の責任者が選

出し、会長宛選出届けを提出する。 

２ 各事業部会選出の評議員は、部会長が選出し、会長宛選出届けを提出する。 

３ 各種団体選出の評議員は、団体の代表者または責任者が選出し、会長宛選出届けを提

出する。 

（任 期） 

第 12条 評議員の任期は、選出後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す
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る定時総会の終結の時までとする。 

２ 任期満了前に退任した評議員の補欠又は増員により選出された評議員の任期は、前任

者又は他の在任評議員の任期の残任期間と同一とする。 

 

第２節 総会 

（構成と役割） 

第 13条 総会は評議員をもって構成し、最高議決機関とする。 

（総会の招集） 

第 14条 総会は、協議会会長（以下「会長」という。）が招集する。 

（定時総会） 

第 15条 定時総会は、毎年事業年度終了後２ヶ月以内に招集する。 

（臨時総会） 

第 16条 会長は、評議員総数の３分の１以上の者が会議に付議すべき事項及び開催の理由

を記載した書面を提出して総会の開催の請求をしたときは、その請求があった日から２

０日以内に臨時総会を開催しなければならない。 

２ 前項のほか、会長が必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。 

（総会の開催手続） 

第 17条 会長は、総会を開催しようとするときは、開会の日の５日前までに、評議員に日

時及び場所、会議に付議すべき事項を示した開催通知を送達しなければならない。 

（定足数） 

第 18条 総会は、評議員総数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることがで

きない。 

（議長等の選出） 

第 19条 総会の議長及び副議長は、評議員の互選により選出する。 

（議長等の任期） 

第 20条 議長及び副議長の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（議長等の役割） 
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第 21条 議長は、評議員を統括し、総会の運営を行う。 

２ 議長は、第 10条第 2項に関して、研修の会議等を開催することができる。 

３ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（総会の議決） 

第 22条 総会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する

ところによる。ただし、第 23条第 3号のうち、制定及び廃止については、出席した評議

員の３分の２以上の決するところによるものとする。 

２ 総会は、第 17条の規定により、予め通知した議案のみ議決することができる。 

 

（総会の議決事項） 

第 23条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。 

（１） 会長、副会長及び理事の承認に関する事項 

（２） 監事の承認に関する事項 

（３） 規約の制定、改正、及び廃止に関する事項 

（４） 毎事業年度の予算及び事業計画に関する事項 

（５） 毎事業年度の決算及び事業報告に関する事項 

（６） 毎事業年度決算監査及び業務監査報告に関する事項 

（７） 地域ビジョンの策定に関する事項 

（８） その他重要な事項 

（総会の議事録） 

第 24条 総会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しなけ

ればならない。 

（総会の傍聴） 

第 25条 会員は、定時総会及び臨時総会を傍聴することができる。   
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第３章 理事及び理事会 

第 1節 理 事 

(定 数） 

第 26条 理事の定数は２０名以内とする。 

（理 事） 

第 27条 理事は、次の各号に掲げる者を充て総会の承認を得て就任する。 

(１）自治連合会代表幹事及び４ブロック選出の幹事 

（２）総務委員会委員長 

（３）企画運営委員会委員長 

（４）広報委員会委員長 

（５）事業部会部会長 

（６）桔梗が丘公民館長 

（７）事務局長、事務局次長。 

（役 職） 

第 28条 協議会は、会長１名及び副会長２名以内を置く。 

（選 出） 

第 29条 会長は、自治連合会代表幹事をもって充て総会の承認を得て就任する。 

２ 副会長は、理事の中から会長が指名する。 

（任 期） 

第 30条 理事の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 31条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

３ 理事は、規約及び総会の議決に基づき協議会の会務を執行する。 

第２節 理事会 

（構成と役割） 
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第 32条 理事会は、理事をもって構成し、協議会の最高意思決定機関であり、組織運営の

執行決議機関とする。 

（招 集） 

第 33条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 34条 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることが

できない。 

（議 決） 

第 35条 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（議決事項） 

第 36条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。 

（１） 総会の招集及び総会に提出する議案等に関する事項 

（２） 事業運営の具体的方針に関する事項 

（３） 規則等の改廃に関する事項 

（４） 受託事業及び指定管理者制度に基づく管理運営に関する事項 

（５） その他理事会において必要と認める事項 

（議事録） 

第 37条 理事会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しな

ければならない。 

 

第４章 自治連合会 

（構成と役割） 

第 38 条 協議会に自治連合会（以下「連合会」という。）を置き、区長又は自治会長（以

下「区長等」という）をもって構成する。 

２ 連合会は、協議会と自治会又は区を結ぶ中心的な組織であり、その役割は、地区住民
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の意思を反映させ、協議会の運営の根幹を担うものとして活動を行う。 

 

３ 連合会は、協議会の運営及び施策について理事会に提案及び建議ができる。 

（幹 事） 

第 39条 連合会に、代表幹事１名、副代表幹事１名及び幹事３名を置く。 

（選 出）  

第 40条 桔梗が丘２４区を施行規則に定める４ブロックに分けるものとする。 

２ 幹事の選出は、前項に定める４ブロックの代表者の中から選出する。 

３ 代表幹事を選出したブロックは、別に幹事を選出しなければならない。 

（招 集） 

第 41条 連合会は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。 

（定足数） 

第 42条 連合会は、区長等の３分の２以上が出席しなければ議事を開き、議決をすること

ができない。 

（議 決） 

第 43条 連合会の議事は、出席した区長等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（議決事項） 

第 44 条 連合会における審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。    

（１） 理事会への付託事項 

（２） 連合会の活動方針に関する事項   

（３） 桔梗が丘全地区に係る自治会活動に関する事項 

（４） 委員会に対する要請に関する事項 

（５） 事業部会よりの要請及び協力体制に関する事項 

（６） その他連合会会員よりの要請に関する事項 

（地区自治会等の提案） 

第 45条 桔梗が丘 24地区の区又は自治会（以下「自治会等」という。）は、協議会の事業

等について連合会に対して提案することができる。 
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２ 連合会は、自治会等が議決した事項の提案並びに具申等を尊重しなければならない。 

（議事録）  

第 46条 連合会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び連合会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しな

ければならない。 

 

第５章 委員会 

（委員会） 

第 47条 協議会に、総務委員会、企画運営委員会及び広報委員会（以下「委員会」という）

を置く。 

２ 各委員会は、施行規則に定める任務等を行う。 

（構 成） 

第 48条 委員会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名する者をもって

構成する。ただし、特に必要な場合は、理事会の承認により、会員以外の者を委員にす

ることができる。   

（役 職） 

第 49条 委員会に、委員長、副委員長各１名を置く。 

（選 出） 

第 50条 委員会の委員長及び副委員長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

（任 期） 

第 51条 委員会の委員長及び副委員長の任期は、第 12条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 52条 委員会は、理事会より付託された事項、その他協議会の運営に必要な事項の審議

検討を行う。 

（招 集） 

第 53条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

（議 決） 
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第 54 条 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（議事録） 

第 55条 委員会の議事は、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録には、議長及び委員会において選任された議事録署名人２名が署名、捺印しな

ければならない。 

(設 置) 

第 56条 協議会は、必要に応じて新たな委員会を置くことができる。 

２ 新たな委員会は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

第 6章 事業部会 

（事業部会） 

第 57条 協議会に第 5 条に規定する事業を行うため「健康推進部会」「住民交流部会」「教

育文化部会」「生活安全部会」「快適環境部会」「地域福祉部会」の６事業部会を置く。 

２ 各事業部会が行う事業の範囲は、施行規則に定める。 

  (構 成) 

第 58 条 事業部会は、協議会の会員、会員が団体にあっては当該団体が指名するものを

もって構成する。   

 （役 職） 

第 59条 事業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

（選 出） 

第 60条 事業部会の部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が任命する。 

  (任 期) 

第 61 条 部会長及び副部会長の任期は、第 12 条の規定を準用する。 

（役 割） 

第 62 条 事業部会は、第 5 条に規定する事業を行うため、活動の企画立案を行い、連合

会及び理事会の協力のもと実施する。 
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（招 集） 

第 63条 事業部会は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。 

（議 決） 

第 64 条 事業部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

(議事録） 

第 65条 事業部会の議事は、議事録を作成し部会長が署名する。 

 (設 置) 

第 66条 協議会は、必要に応じて新たな事業部会を置くことができる。 

２ 新たな事業部会設置は、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。 

 

第７章 施設管理運営 

 （施設の管理運営） 

第 67条 協議会は、名張市の条例で定める指定管理者制度により、施設の管理運営を行う

ことができる。 

 2  名張市との協定及び契約条件の変更又は解約については、理事会の承認を得るものと

する。 

 3  協議会は、施設の管理にあたり、指定管理者制度の趣旨を尊重し、地域住民の活動拠

点として利用者の立場をよく理解して行わなければならない。 

 

 （施 設） 

第 68条 協議会が指定管理者制度により管理運営する施設は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

  （１）桔梗が丘公民館 

  （２）桔梗が丘南公民館 

2 協議会は、指定管理者としての責務を果たすため、公民館運営審議会及び公民館運営

委員会を置く。 
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３ 公民館の管理運営に関する事項は、公民館管理運営規程に定める。 

 

第 8章 受託事業 

（受託事業） 

第 69条 協議会は、名張市の業務を契約に基づき受託すること（以下「受託事業」という。）

ができる。 

 

（受託事業の執行） 

第 70条 協議会は、事業計画等を作成し、受託事業を執行する。 

第 9章 事務局 

（事務局） 

第 71条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２．事務局に事務局長及び事務局次長を置く。 

３．事務局職員の定数は 10名以内とする。  

（職 務） 

第 72条 事務局職員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）協議会の運営に関する事項 

（２）公民館の管理運営に関する事項 

（３）協議会の事業及び公民館活動を円滑に遂行するための業務に関する事項 

（４）総会、理事会、連合会及び委員会の会議に関する事項 

（５）名張市との連絡調整に関する事項 

（６）構成団体との連絡調整に関する事項 

（７）その他、会長及び館長が必要と認める事項 

２．事務局長及び事務局次長は、会長及び公民館長の職務命令により、業務を遂行する。 

３．事務局職員は、事務局長及び事務局次長の職務命令により、業務を遂行する。 
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第 10章 会 計 

 （会 計） 

第 73条 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31日までとする。 

２．協議会の会計は、協議会会計及び公民館会計、並びに特別に設置を必要とする場合の

特別会計とする。 

(財 産) 

第 74条 協議会の財産は、会費、負担金、事業に伴う収入、市の交付金及び寄付金等の収

入による。 

２．協議会の財産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。 

３．協議会が解散する場合の財産処分は、総会の決するところによる。 

（経 費） 

第 75条 協議会の経費は、財産をもって充てる。 

 （事業計画及び収支予算） 

第 76条 協議会の事業計画及び収支予算は、定時総会までに会長が作成する。 

（予算編成） 

第 77条 協議会の予算は、委員会及び事業部会の予算要求に基づき総務委員会が予算原案

の作成をする。 

２ 総務委員会が作成した予算原案は、連合会及び理事会で審議する。 

(予算の執行) 

第 78条 予算は、総会で承認された事業計画に基づき執行する。 

２ 会計年度終了後、定時総会で新年度の予算が承認されるまでの間は、前年度の予算に

準じて収入及び支出をすることができる。 

３ 緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更の必要が生じ

たときは、理事会の承認により変更することができる。 

４ 前項により予算の変更を行ったときは、直近の総会に報告しなければならない。 

（監査義務） 

第 79条 会長は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の
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監査を受けなければならない。 

(出 納) 

第 80条 協議会及び公民館の出納事務は、会計処理規程に基づき事務局長及び事務局次長

の権限と責任において行う。 

２ 事務局長は、毎年 9 月 30日現在の予算の執行状況を理事会に報告するものとする。 

３ 金銭出納処理及び関係書類の保存に関する事項は会計処理規程に定める。 

 

第 11章 評価制度 

（評価制度） 

第 81条 協議会の活動が効率効果的に行われ、その成果を検証するため評価制度を導入す

る。 

２ 協議会における運営、活動及び事業等すべての取り組みを評価の対象とする。 

（評価の方式） 

第 82条 評価の方式は、事業部会が行う自己評価と企画運営委員会が行う総合評価とする。 

２ 事業部会が行う自己評価は、事業毎に終了後速やかに行う。 

３ 評価は、今後の事業に有効にかつ有益に反映されるものでなければならない。 

（評価結果の報告） 

第 83条 企画運営委員会が行った総合評価の結果は、理事会に報告する。 

 

第 12章 監 査 

（監 査） 

第 84条 監査は、協議会の運営等に対する会計処理及び業務審査を監査機能の専門性及び

独立性を充実させて行い、監査機能に対する会員の信頼性を高めるとともに、協議会の

発展に寄与するものとする。 

(監 事) 

第 85条 監査業務執行のため監事を置く。 
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２ 監事は 2名とし、総会の承認を得て会長が任命する。  

３ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

(任 期) 

第 86条 監事の任期は、第 12条の規定を準用する。 

(監査方法)  

第 87条 監査は、定期監査及び随時監査により実施する。 

２ 定期監査は、会計年度終了後 2ヶ月以内に行う。 

（監査結果の報告） 

第 88条 監事は、監査結果を総会に報告しなければならない。 

２ 理事会は、監査結果を尊重し協議会の運営に反映させる為に協議しなければならない。 

 

 

第 13章 情報公開 

（情報公開） 

第 89条 協議会は、その運営及び活動を広報紙、インターネットのホームページ等を通じ、

適宜適切に会員に広報するとともに、広聴に努めなければならない。 

２ 協議会は、毎事業年度の予算及び事業計画、毎事業年度の決算及び事業報告、並びに

その監査結果を公表しなければならない。 

３ 協議会は、会員からの情報公開の要求に対しては、施行規則に定める手続きにより理

事会が行うものとする。 

（情報の共有） 

第 90条 協議会は、地域内外の各種情報を積極的に収集するとともに、適時関係団体等に

提供するものとする。 

２ 連合会は、地域内の各種情報を積極的に収集するとともに、理事会等関係機関に提供

するものとする。  

第 14章 雑 則 
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（監査請求） 

第 91条 会員は、協議会の運営等に疑義のあるときは、監査の請求を行うことができる。 

２ 監査請求の手続き等は、施行規則に定める。 

（規則等への委任） 

第 92条 協議会の運営に必要な規則、規程等は、別に理事会で定める。 

（実費弁償） 

第 93条 協議会は、その活動に従事した理事及び部会員等に対し、実費弁償をすることが

できるものとする。 

 

 附 則 

（施行期日） 

第１条 この規約は、平成２１年１１月１４日から施行する。 

（評議員等の任期に関する経過措置） 

第２条 第９条に定める評議員、第 26 条に定める理事、第 49 条に定める委員長及び副委

員長、第 59条に定める部会長及び副部会長並びに第 85条に定める監事の平成２１年１

１月１４日から始まる任期については、第 12 条第１項中「選出後 2 年以内に終了する

事業年度のうち、最終のもの」とあるのを、「平成２１年１１月１４日から始まる事業

年度」と読み替えるものとする。 

（会計年度に関する経過措置） 

第３条 平成２１年１１月１４日から始まる協議会の会計年度は、第 73条の規定に関わら

ず、平成２１年１１月１４日から平成２２年３月３１日までとする。 

（事業計画等に関する経過措置） 

第４条 協議会は、桔梗が丘まちづくり委員会の平成２１年度に係る事業計画及び予算並

びに平成２１年４月１日から平成２１年１１月１４日までの決算内容を引き継ぐもの

とする。 

附 則 

この規約は、平成２２年５月８日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 
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桔梗が丘自治連合協議会規約施行規則 

 

(趣旨) 

第１条 桔梗が丘自治連合協議会規約(以下「規約」という。)の規定に基づき、必要な事項を定める。 

(ブロック) 

第２条 規約第４０条第１項に規定する桔梗が丘２４区の４ブロックについて、次のとおり定める。 

第１ブロック １番町区、２番町第１区 (１、２、３街区)、２番町第２区（４、５街区）、

２番町第３区（６、７街区）、３番町区 

第２ブロック ４番町区、６番町区（６番町全域及び７番町３街区 1～１０番地）、７番

町第１区（１街区及び１～１０番地を除く３街区）、７番町第２区（２街

区）８番町第１区（２街区以外の８番町）８番町第２区（２街区） 

第３ブロック ５番町第１区（１，２，３、６街区）、５番町第２区（４，５，１１，１

２街区）、５番町３区（７，８，９，１０街区）、南第１区（南１番町１、

２街区）、南第２区（南１番町３街区、南２番町１、２街区）、南第３区

（南３番町１、２、３街区、南４番町１街区） 

第４ブロック 西１番町区、西２番町区、西３番町区、西４番町区、西５番町区、西６

番町区、西７番町区、 

 

（委員会の業務範囲） 

第３条 規約第４７条第２項に規定する委員会の業務範囲は、次のとおり定める。 

（１） 総務委員会 

① 総会、理事会、自治連合会の運営に関する事項 

② 規約、規則等の制定及び改正並びに廃止に関する事項 

③ 決算及び予算並びに事業計画の原案調整等の財務に関する事項 

④ 協議会の運営に対する円滑化に関する事項 

⑤ 指定管理者制度に関する事項 

⑥ その他、事業部会及び他の委員会に属しない事項 

（２） 企画運営委員会 

① 規約第６条に規定する「地域ビジョン」の策定推進に関する事項 

② コミニティビジネス等、事業部会に対する新規事業の検討及び支援に関する事項 

③ 事業部会の事業活動に対する評価及び検証に関する事項 

④ 将来に向けての協議会運営の基本的方針に関する事項 

⑤ その他、協議会の企画運営に関する事項 

（３） 広報委員会 

① 協議会の広報紙の発行及び編集方針に関する事項 

② 協議会のホームページの管理運営に関する事項 

③ 協議会の内外における情報の収集及び提供に関する事項 

④ その他、広聴及び広報活動に関する事項 

(事業部会の事業範囲) 

第４条 規約第 57条第２項に規定する事業部会の事業範囲を、次のとおり定める。 

（１） 健康推進部会 
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① 地域住民の健康増進に関する事業 

② スポーツや行事を通じた、親子や住民間の親睦及び絆づくり推進事業  

（２） 住民交流部会 

① 地域住民の交流イベント等に関する事業 

② 地域住民の連帯感の向上及びふれあいに関する事業 

③ 地域活性化への取り組みに関する事業 

④ 人材バンクの創設及び運営支援に関する事業 

⑤ 地域ポテンシャルの発掘形成に関する事業 

（３） 教育文化部会 

① 生涯学習の展開に関する事業 

② 青少年の健全育成に関する事業 

③ 地域間及び世代間の交流推進に関する事業 

④ 地域の伝統文化の継承及びスローライフ社会への取り組みに関する事業 

⑤ 文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業 

（４） 生活安全部会 

① 安心安全な地域社会の構築推進及び啓発活動に関する事業 

② 安全で快適な犯罪のない地域防犯活動の連携に関する事業 

③ 防災のハード及びソフトの基盤づくりに関する事業 

④ 快適な交通環境づくりに関する事業 

（５） 快適環境部会 

① 地域の生活環境と自然緑化の保全活動に関する事業 

② 生活に憩いと潤いを与え、安らぎのある地域づくり並びに快適環境の創造に関する事業 

③ 環境美化マナーの啓発活動に関する事業 

④ 自然との交流及びスローライフ構想の推進に関する事業 

⑤ 21省資源及びリサイクルの展開に関する事業 

（６） 地域福祉部会 

① 社会的援助を必要としている高齢者等を対象とした支援事業 

② 高齢者等を対象とした生きがいづくりの支援事業 

③ その他、地域福祉の改善に向けた事業 

（情報公開の手続） 

第５条 規約第 89条第３項に規定する情報公開の手続きは、第６条から第１３条に定める。 

（公開の情報） 

第６条 公開請求できる情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１） 協議会が保有する全てを公開することを原則とする。 

（２） 協議会が運営及び活動を行うに際して作成し、保存期限ないにある資料とする。 

(非公開の情報) 

第７条 非公開もしくは公開を拒否する情報は、以下に掲げる事項とする。 

（１） 個人のプライバシーの保護等に関わる個人情報 

（２） 法人及び団体等の権利侵害等に及ぶ情報 

（３） 協議会の会議等における個人が特定される発言等の情報及び意思決定の中立性が損なわれると

判断される情報 
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（請求の手続） 

第８条 情報公開請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１） 公開を求める情報の内容 

（２） 情報の使用目的 

（３） 情報の適正な使用の誓約 

（４） 請求者の住所及び氏名 

（公開、非公開の決定） 

第９条 協議会は、開示請求を受理した日から１５日以内に公開又は非公開を決定し通知しなければな

らない。 

２ 非公開と決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。 

（公開の限度） 

第 10条 公開の範囲は、以下に掲げるものとする。 

（１） 全部開示：請求者の求める情報を全て開示するもの 

（２） 部分開示：非開示の情報が有し開示するもの 

（３） 非開示：請求者の求める情報を全て開示しないもの 

（４） 不存在：請求者が求める情報が存在しないため開示できないもの 

（請求者の責務） 

第 11 条 請求者は、公開された情報を適正に使用しなければならない。不当な使用により、他人の権

利を侵害等問題が生じたときは、請求者が誠意を持って解決しなければならない。 

(費用の負担) 

第 12条 請求者は、情報の写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。 

（不服申立） 

第 13条 不服申し立て等は、名張市情報公開条例に準拠する。 

(監査請求) 

第 14条 規約第 91条第２項に規定する監査請求の手続きは、第 15条から第 18条に定める。 

(監査請求事項) 

第 15 条 監査を請求できるのは、財務会計上の違法又は不当な行為により、以下の事項において会員

に損害を生じさせた場合に限られる。 

（１） 公金の支出 

（２） 財産の取得、管理、処分 

（３） 契約の締結、履行 

（４） 債務借入等の義務負担 

（５） 公金の賦課及び徴収義務に対する事実 

（６） 財産管理の義務に対する事実 

（請求の期限） 

第 16条 監査請求の期限は、違法、不当な行為があった日又は終わった日から 1年を経過したときは、

監査請求することはできない。ただし、正当な理由があると認められる時は、この限りではない。 

（請求手続） 

第 17条 監査請求を行う場合は、以下に掲げる事項を明記し、協議会に提出する。 

（１） 措置請求の要旨 

  イ 監査請求組織及び対象者 
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  ロ 財務会計上の行為の内容 

  ハ 行為による損害の内容 

  ニ 請求措置の内容 

（２） 請求者の住所及び氏名 

（監査結果通知） 

第 18条 監査結果は、請求のあった日から６０日以内に請求者に通知しなければならない。 

 

附則 

この施行規則は平成２１年１１月１４日から施行する。 

この施行規則は平成２２年５月８日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 
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会計処理規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約第 10 章の規定に基づき、桔梗が丘自治連合協議会

（以下「協議会」という。）の財産及び会計に関する基準を定める。 

（会計区分と処理原則） 

第２条 協議会の会計は、協議会会計及び公民館会計並びに特別に設置を必要とする場合の特別会計と

し、規約及びこの規程の定めるところにより処理するものとする。 

（会計年度） 

第３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

（会計の総括） 

第４条 協議会の会計は、協議会会長（以下「会長」という。）が総括する。 

（会計担当理事） 

第５条 会計を担当する理事は、事務局長及び事務局次長とする。 

２．会計の実務は、事務局長の監督のもと、原則として事務局次長が行う。  

（総務委員長の承認） 

第６条 協議会会計の支出処理については、会計担当理事は、総務委員長の事前承認を受けるものとす

る。ただし、総務委員会に係る支出処理については、会長の事前承認を受けるものとする。 

（出納印の管理） 

第７条 出納印は、施錠の出来る印鑑収納箱に収納し、会計担当理事が管理する。 

（収支累計表の作成） 

第８条 会計担当理事は、協議会会計及び公民館会計毎に、別に定める収支累計表を毎月作成し、総務

委員長を経由して会長の承認を得るものとする。 

（帳簿書類の保存及び処分） 

第９条 会計に関する帳簿等の保存期間は、次のとおりとする。 

（１） 収支予算書及び収支決算書       １０年 

（２） 経理の元帳・現金出納帳・預金出納帳   7年 

（３） 計算書類及び証拠書類          7年 

（４） 備品台帳              永久保存 

（５） その他の関係書類            5年 

２ 前項の帳簿等の保存期間は、帳簿等の閉鎖の日の属する事業年度の決算に関する定時総会の日の

翌日から起算する。 

３ 帳簿等の保存期間の満了後、廃棄するときは、その帳簿等の明細を作成し、事前に会長の決済を

受けるものとする。 

 

第２章 金銭出納 

（証拠書類の授受） 

第１０条 金銭の収納は、原則として、領収書その他の証拠書類を発行し、支払いについては、支払先

から、領収書その他の証拠書類を受領するものとする。ただし、銀行等の振込みによる収納又は支

払いの場合は、取り扱い銀行等の領収書その他の証拠書類をもってこれに代えることができる。 
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（支出手続） 

第１１条 協議会会計における支出は、委員長又は事業部会長が提出する別に定める「支出依頼書」に

基づき、別に定める会計伝票で行うものとする。 

 ２．公民館会計における支出は、会計伝票で行い、館長の承認を要するものとする。ただし、一件５

万円以上の支出については、事前に、別に定める「支出決裁書」を要する。人件費の支出について

は、会長の事前決済を要するものとする。 

（前金払及び概算払） 

第１２条 経費の性質上又は業務運営上必要あるときは、前金払い又は概算払いすることができる。 

（銀行等金融機関との取引） 

第１３条 銀行及びその他の金融機関と取引を開始し又は廃止するときは、理事会の承認を必要とする。 

（余裕金の運用） 

第１４条 協議会会計及び公民館会計における業務運営上の余裕金は、金融機関に預金するものとする。 

 ２ 前項の預金の種類及び金額等については、理事会で決定する。 

（手元現金） 

第１５条 会計担当理事は、公民館会計に、日々の現金支払いに充てるため、手元現金を置くことがで

きる。 

 ２ 前項の手許現金の保有限度額は、原則として、２０万円とし、その受払い及び保管は、会計担当

理事があたる。 

（残高照合） 

第１６条 会計担当理事は、毎日、現金出納締切後、その残高を、現金出納帳と照合しなければならな

い。 

 ２ 預金は、毎月末現在で、預金先金融機関の通帳等と、預金出納帳を照合しなければならない。 

 

 

 

第３章 契約 

（契約書の作成） 

第１７条 契約を締結しようとするときは、その履行に関し必要な内容を記載した契約書を作成しなけ

ればならない。ただし、軽易な契約については、契約書の作成を省略し、これに代わる書類をもっ

て処理することができる。 

（契約の締結） 

第１８条 契約の締結は、会長が行うものとする。 

 

第４章 資産 

（運用資産の管理） 

第１９条 会計担当理事は、備品台帳を備え付け、物件毎に、その取得年月日、種類等必要事項を記載

するものとする。 

 ２ 会計担当理事は、毎事業年度末の資産の現状について調査を行い、備品台帳と照合しなければな

らない。 

 

第５章 予算 
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（予算の執行と流用） 

第２０条 事業活動に伴う予算の執行は、委員会及び事業部会並びに公民館の年度事業計画の事業費の

範囲内で行うものとする。 

 ２ 規約第７８条第３項中「緊急に新たな事業の実施の必要が生じたとき、或いは、事業計画の変更

の必要が生じたとき」とは、年度事業計画に新たな事業項目を追加することをいうものとする。 

 ３ 前項の場合に要する予算は、理事会の承認により、予備費の残額の範囲内で流用することができ

る。ただし、その予算が、予備費の残額を超えると見込まれる場合は、事前に総会の承認を要する

ものとする。 

 ４．予算書勘定科目の「目」において、予算の流用を行う必要が生じた場合は、会長の事前決済によ

り、予備費から、その残額の範囲内で行うことができる。ただし、その流用額が予備費の残額を超

える場合は、事前に総会の承認を要するものとする。 

 ５．収入を伴う事業については、その事業の経費の総額から、その収入を控除した額を事業費とする

ことができるものとする。 

第６章 雑則 

（規程の改廃） 

第２１条 この規程は、理事会の承認により改廃することができる。 

 

附則 

 この規程は、平成２１年１１月１４日から施行する。 

 この改定規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
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公民館管理運営規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、桔梗が丘自治連合協議会規約（以下「規約」という。）第 7 章の規定に基づき、

桔梗が丘自治連合協議会（以下「協議会」という。）が、名張市の指定管理者制度により行う公民館

の管理運営について、必要な事項を定める。 

（対象施設） 

第２条 公民館とは、桔梗が丘公民館及び桔梗が丘南公民館をいう。 

第２章 管理運営 

（管理運営） 

第３条 公民館の管理運営は、社会教育法等の関係法令及び名張市公民館条例等並びに公民館指定管理

者協定書等に基づき、善良なる管理者の注意をもって行うものとする。 

第３章 公民館館長 

（館長の選出） 

第４条 公民館館長（以下「館長」という。）は、桔梗が丘地区の住民で、社会教育及び公民館の運営

に理解があり、事業に熱意のあることを条件に、公募及び推薦による応募者から、次条に規定する公

民館館長選考委員会（以下「選考委員会」という。）で、館長候補者１名を決定する。 

２ 前項の館長候補者は、理事会の承認を得て、協議会の会長が、館長に任命する。 

（選考委員会） 

第５条 館長を選出する場合は、その都度、選考委員会を設置しなければならない。 

２ 選考委員会の委員（以下「選考委員」という。）の定数は、７名以内とし、協議会の会長が委員長

となる。 

３ 選考委員は、公民館運営審議会委員及び公民館運営委員会委員並びに協議会理事等の中から協議会

の会長が委嘱する。 

４ 選考委員の氏名は、理事会に報告しなければならない。 

５ 選考委員会については、別に定める。 

（館長の責務） 

第６条 館長は、社会教育法等の関係法令及び名張市公民館条例等並びに公民館指定管理者協定書等を

遵守すると共に、公民館の社会的役割を認識し、地域の文化振興及び生涯学習等の適切な事業を行い、

その責務を果たすものとする。 

（館長の任期） 

第７条 館長の任期は、１期３年とし、再任を妨げない。ただし、任期の限度は、原則２期とする。 

（館長の勤務） 

第８条 館長は、半日単位で週３日の勤務とする。 

（館長の職務） 

第９条 館長は、指定管理者制度の本旨に従い、公民館の施設管理及び業務全般を統括するものとする。 

（館長の報酬） 

第１０条 館長の報酬は、理事会で定める。 

（館長の解任） 

第１１条 館長として不適格と判断される状況が生じた場合は、協議会の会長は、公民館運営審議会に
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諮問するものとする。 

２ 協議会の会長は、公民館運営審議会の答申に基づき、理事会の承認を得て、館長を解任する事がで

きる。 

３ 前項の場合、公民館運営審議会及び理事会において、館長に弁明の機会を与えなければならない。 

第４章 公民館運営審議会 

（目的） 

第１２条 公民館運営審議会（以下「審議会」という。）は、公民館がその社会的役割を果たすため、

公民館の運営方針等その基本的事項及び協議会と公民館との連携活動について審議し、協議会と館長

及び職員が、認識を共有することを目的とする。 

２ 審議会は、必要に応じ、その審議の内容を、理事会に報告するものとする。 

（委員の委嘱） 

第１３条 審議会委員の定数は、１０名以内とし協議会の会長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第１４条 審議会委員の任期については、規約第１２条を準用する。 

２ 委員の再任は、妨げない。 

（審議会の会長） 

第１５条 審議会の会長は、協議会の会長をもって充てる。 

（審議会の招集） 

第１６条 審議会は、審議会の会長が招集し、その議長となる。 

第５章 公民館運営委員会 

（目的） 

第１７条 公民館運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、公民館の運営の適正を期するため、

具体的な運営内容等について、別に定める「公民館運営委員会規則」により、館長の諮問に答申する

他、意見を具申し又は建議することができる。 

２ 館長は、前項の答申及び意見は、これを尊重しなければならない。 

（委員の委嘱） 

第１８条 委員の定数は、２０名以内とし、館長が委嘱する。 

２．委員の構成は、原則として次のとおりとする。 

（１）地域内に設置された保育園、幼稚園、小学校、中学校の代表者１名（輪番制） 

（２）桔梗が丘自治連合協議会から若干名 

（３）公民館サークル参加者の中から若干名 

（４）公民館事務局代表 

（５）学識経験者の中から若干名 

（６）その他館長が必要と認める者 

３．運営委員会は、次の役員を置くことができる。 

（１）委員長  １名 

（２）副委員長 ２名 

（３）書記   １名 

４．運営委員会の役員は、委員の互選により選出する。 

（委員の任期） 

第１９条 委員の任期は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの 1年とする。 
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２. 委員の再任は、妨げない。 

３. 任期満了前に退任した委員の補欠又は増員された委員の任期は、他の在任委員の任期の残任期間

と同一とする。 

（招集） 

第２０条 運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

第６章 雑則 

（規程の改廃） 

第２１条 協議会の会長は、この規程を改正又は廃止しようとする場合は、事前に館長と協議するもの

とする。 

２ この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。 

附則 

この規程は、平成２１年１１月１４日より施行する。 

この改正規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

この改定規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

桔梗が丘の人口と世帯数    平成２４年４月１日現在 

町名 世帯数 
人口 

総数 男性 女性 

桔梗が丘 1番町 ２９８ ６４８ ３０３ ３４５ 

桔梗が丘 2番町 ５２０ １２６８ ６０４ ６６４ 

桔梗が丘 3番町 ４３７ １０２３ ４６０ ５６３ 

桔梗が丘 4番町 ４８４ １１３６ ５２６ ６１０ 

桔梗が丘 5番町 ９９６ ２４７７ １２０１ １２７６ 

桔梗が丘 6番町 ２６８ ６２２ ２９３ ３２９ 

桔梗が丘 7番町 ２７９ ６２１ ２８７ ３３４ 

桔梗が丘 8番町 ４４２ １０４８ ５００ ５４８ 

桔梗が丘地区計 ３７２４ ８８４３ ４１７４ ４６６９ 

桔梗が丘南 1番町 ２１５ ５２７ ２４８ ２７９ 

桔梗が丘南 2番町 １４９ ３４１ １６１ １８０ 

桔梗が丘南 3番町 ２３４ ５６０ ２６２ ２９８ 

桔梗が丘南 4番町 １９ ４３ １９ ２４ 

桔梗が丘南地区計 ６１７ １４７１ ６９０ ７８１ 

桔梗が丘西 1番町 １４７ ４０２ ２００ ２０２ 

桔梗が丘西 2番町 １１８ ３４６ １６９ １７７ 

桔梗が丘西 3番町 ３２０ ９８２ ４６８ ５１４ 

桔梗が丘西 4番町 ２１７ ６５６ ３１９ ３３７ 

桔梗が丘西 5番町 １１７ ３６６ １８４ １８２ 

桔梗が丘西 6番町 １８５ ５６４ ２８７ ２７７ 

桔梗が丘西 7番町 １０３ ３２８ １６６ １６２ 

桔梗が丘西地区計 １２０７ ３６４４ １７９３ １８５１ 

合 計 ５５４８ １３９５８ ６６５７ ７３０１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桔梗が丘自治連合協議会事務局（桔梗が丘公民館内） 

名張市桔梗が丘６番町１街区１３１番地の４ 

電話番号 ０５９５－６５－１２０６ 

メールアドレス info@kikyogaoka.jp 

ホームページアドレス http://www.kikyogaoka.jp/index.html 

桔梗が丘公民館ホームページアドレス 

http://www.emachi-nabari.jp/kikyou/kouminkan/index.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


